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第２回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  高木章次君 

   １．川内原発について 

     ７月に川内原発１号機は20年運転延長に入る予定となっている。市は県に対し避難計画に

ついて意見を提出する前に、本市住民の意見を公開の場で直接聞くべきと思うが、考え

を伺う。 

   ２．有機農業について 

    （１）今年度から市民有機農業塾が始まったが、目的は本市での有機農業の拡大の一環

と思って良いか、考えを伺う。 

    （２）本市での具体的な目標値を設定した有機農業の推進計画を作成すべきと思うが、

考えを伺う。 

   ３．地域公共交通について 

    （１）地域公共交通計画が発表されたが、今後の高齢化により想定される自家用車免許返還

人数とその地域について記載がない。今後、アンケートなどで調査し計画に反映す

べきと思うが、考えを伺う。 

    （２）ＡＩを使った「電話予約制乗合タクシー」の検討をすべきと思うが、考えを伺う。 

    （３）具体的な改善策のアイデアを市民に広く求めることも実施すべきと思うが、考えを

伺う。 

  西田憲智君 

   １．財政、財源確保について 

     ４年連続で前年度比増額した当初予算の中で、自主財源確保への進展と今後の考え方につ

いて伺う。 

    （１）市有財産をフル活用し、財源確保のために積極的に努めるべきではないか。 

      ①事業見直し等により休止状態である施設の利活用について 

      ②市有地の活用について 

      ③市有林の活用について 

      ④パークゴルフ場の利用料金の見直し、改定について 

    （２）基金運用拡大の取組について、現状と今後の計画を伺う。 

    （３）ふるさと納税寄附金の更なる拡充について伺う。 

      ①企業版ふるさと納税について 

      ②ガバメントクラウドファンディング等の取組について 

    （４）新たな公共施設の広告事業の展開について伺う。 

    （５）新たな手法による地域振興券事業（商品券事業）の取組について伺う。 

   ２．子育て支援策の拡充について 

     地域と協働した選ばれるまちの子育て支援策について。 

    （１）育児支援制度（イクボス企業応援）の拡充について伺う。 

    （２）新たな取組として、「赤ちゃん駅」の導入について伺う。 

  下迫田良信君 

   １．海岸・河川の環境保全について 

    （１）須賀海岸（照島海岸）の防潮堤外側の雑木・雑草が繁茂し見苦しい状況であるが、対

策・対応はしないのか。 

    （２）八房川下流域の汚泥沈着、堆積について伺う。 

    （３）照島海岸及び市来海岸の海砂の減少を食い止め、照島神社を含めた風光明媚な地の利

を活かした移住・定住の強化は図れないか。 
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   ２．土木行政について 

    （１）危険極まりない市道向井原線と市道旧国道線の交差点の改良促進について伺う。 

    （２）衛生センター建て替え時の条件道路「別府上名線」の国道３号起点からの施工の見通

しについて伺う。 

   ３．入札行政の見直しによる財源確保について 

    （１）公正な入札結果が近年高止まりをしている現状について、市長の見解を伺う。 

    （２）近隣２市の状況を本市に置き換えれば、かなりの財源確保に繋がるのではないか。賢

明な創意工夫の施策が模索されるべきと考えるが如何か。 

  福田清宏君 

   １．讃岐公園の階段と擁壁について 

    （１）讃岐公園の西側中央付近にある階段と擁壁の現状と改修について伺う。 

      ①階段は、劣化が激しく、砂利が浮き出ている状態にあるが改修は出来ないか、伺う。 

      ②擁壁は、石積の目地がはがれた所から砂がこぼれてくる状態にあるが、調査し、改修

することは出来ないか、伺う。 

   ２．ウッドタウン造成事業用地（４工区）の活用について 

    （１）移住定住・子育て施策の一環として、ウッドタウン造成事業用地（４工区）を長期に

わたる賃貸用宅地として整地し、移住者が30年以上定住した時は、その土地を無償

で譲渡する施策は考えられないか、伺う。 

   ３．木原墓地の環境整備について 

    （１）通路に設置するガードパイプは、年次的に計画し、整備されているか、伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（６月１８日）（火曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  田 畑 和 彦 君       ９番  大六野 一 美 君 

     ２番  西 田 憲 智 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ３番  高 木 章 次 君      １１番  東   育 代 君 

     ４番  江 口 祥 子 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  吉 留 良 三 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  松 崎 幹 夫 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ７番  田 中 和 矢 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  （欠員）           １６番  中 里 純 人 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  石 元 謙 吾 君   主       査  神 薗 敦 子 君 

補       佐  岩 下 敬 史 君   主       査  福 谷 和 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   農 政 課 長  久木田   聡 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   水 産 商 工 課 長  福 山 昌 浩 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   社 会 教 育 課 長  榎 並 哲 郎 君 

総 務 課 長  岡 田 錦 也 君   会 計 課 長  萩 内 祥 子 君 

企 画 政 策 課 長  山 﨑 達 治 君   シティセールス課長  長 﨑   崇 君 

財 政 課 長  長 畑 正 博 君   子どもみらい課長  久 徳 和 久 君 

教 育 総 務 課 長  吉 永 康 彦 君   市 民 生 活 課 長  西久保 敏 彦 君 

消   防   長  下 池 裕 美 君   都 市 建 設 課 長  吉 見 和 幸 君 

まちづくり防災課長  宮 持 大 作 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和６年６月18日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（中里純人君） これから、本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（中里純人君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、高木章次議員の発言を許します。 

   ［３番高木章次君登壇］ 

○３番（高木章次君） 2011年３月11日、福島原発

事故が起きました。そのとき、福島原発１号機は、

３月26日に40年目を迎えることになっていました。

40年目を迎えることなく爆発をしました。 

 川内原発ですが、２週間後の７月３日に運転開始

から40年となり、2012年に福島原発事故の反省に基

づいて、全会派一致で採択された法律を守れば、廃

炉へ向け永久停止するはずでした。廃炉を祝う日に

なるはずでしたが、運転延長が決まり、大変残念で

す。風下である本市ですが、一日も早い廃炉を目指

すべきだと思っています。 

 さて、今年の元旦、能登半島地震が起きました。

避難計画に実効性がないことが現実に証明されます。 

 ３月議会の私の質問に対して、今回の地震を受け

て、防災計画の見直しを早期に総点検するべき時期

かと思っている。我々のほうは国の検討結果を待つ

だけではなく、我々自らがその点検を行いながら、

必要な時期において、国、県などに要望するという

段取りと思っている。このような回答がありました。

住民の気持ちに沿った素晴らしい回答だと思います。 

 そして、国である原子力規制委員会ですが、第三

者機関ということにはなっていますが、破綻してい

る屋内退避、それ自体を撤回しないためなのでしょ

う、屋内退避、それ自体を撤回するつもりはないと

言っていますが、原子力災害時の屋内退避の運用に

関する検討チームを設置しました。４月22日に１回

目、５月20日に２回目を開催し、来年３月末までに

検討結果を取りまとめると発表しました。 

 この２回開催された内容なんですが、非常に問題

です。安全対策が功を奏すると、奏功するという前

提で考えるということをやるんだそうです。格納容

器が破損するという前提で、事故対策をすることに

なっているんです。 

 ところが、それは考えない。格納容器が破損しな

いという前提においてシミュレーションをするのだ

そうです。詳しくは今回はしませんが、問題は本市

です。国は相手になりませんので、本市独自で積極

的に進めるべきだと思います。そして、本市として、

国、県などに要望する前に、本市住民の意見を広く

聞く場を用意すべきと思っています。 

 一つは、広い会場で手を挙げて意見を言う。もう

一つは、テーブルに七、八人で、司会進行役が１人

ついて、参加者が気楽に自由に意見を言う。スマホ

や手紙、ファクスで意見を提出するなど、いろいろ

考えられると思います。いかがでしょうか、お伺い

します。 

 壇上ではここまでとします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） おはようございます。高木

章次議員の御質問にお答えをいたします。 

 避難計画について、市民の意見を聞くことについ

てであります。 

 現在、お述べになられましたように、国の原子力

規制委員会が定める「原子力災害対策指針」におい

ては、原発で重大な事故が起きた際、放射線による

影響をもたらす可能性が高い事態が生じる、いわゆ

る全面緊急事態に該当する場合、ＵＰＺ範囲内の住

民については、屋内退避を実施することが原則とさ

れております。 

 今年１月の能登半島地震を受け、国においては、

多くの建物の倒壊や道路が寸断された場合、屋内退

避が難しくなることも想定されるため、屋内退避の

運用について見直しの検討を開始したところであり、

今年度中にその検討結果が取りまとめられることと

なっております。 

 また、今年度の鹿児島県の原子力総合防災訓練に

ついては、国の主催として実施されることになって
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いることから、この訓練についても、能登半島地震

を想定した内容になるものと考えております。 

 このため、避難計画に係る市民の意見を聞くに当

たっては、国の屋内退避の運用についての見直しの

検討経過、あるいは県の原子力総合防災訓練におい

て出された課題等を明確にした上で実施していきた

いと考えております。 

○３番（高木章次君） 原子力規制委員会なんです

が、屋内退避についてしか検討しないんですね。そ

れで、２回やっているんですが、どうも期待できま

せん。むしろ、マイナスになるのではないかなと非

常にがっかりした思いで見ています。 

 屋内退避以外の避難計画、多くの項目、内容があ

りますので、早めに検討を本市として開始しないと

と思っています。 

 １号機は定検で止まりましたが、２号機は動いて

いますので、早急に検討を始めないとまずいと思っ

ています。到底、来年まで待つなどということはあ

り得ないと思います。 

 そして、具体的にどうするかなんですね。市のほ

うとしても、避難計画について検討する部門をつく

ってもいいのではないかと思っていますし、住民の

意見を積極的に聞いて、住民が納得できるようなも

のにしていくということが必要だと思っています。 

 そして、最も基本なのは、被爆させない、被曝し

ない、これが本来前提の避難計画であるべきだと思

っていますが、屋内退避は被爆が大前提ですね。な

ので、根本的なところからぜひ検討を始めるべきだ

と思いますが、いかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） 原子力発電

所の事故については、影響が市内全域に及ぶことが

想定されます。また、地震などの自然災害との複合

災害となると、計画されている避難所や避難経路が

計画どおり運用できない可能性も生じてまいります。 

 市民が一斉に避難を開始して、交通渋滞やパニッ

クに陥ることがないよう、国や気象庁などが発表す

るデータや、県や市が調査した道路の被害状況や交

通の状況に基づいた行動が求められます。 

 市としましては、国や県と連携し、放射性物質の

放出状況、風向きなどの気象状況や避難経路の状況

など、限られた時間内に得られる確実性の高い情報

を市民に対して伝達し、適切な避難方法を示すこと

ができるよう努めてまいります。 

 住民の意見聴取につきましては、国による屋内退

避の検討経過や避難訓練の結果をたたき台として、

意見交換やアンケート調査を実施してまいりたいと

考えております。 

○３番（高木章次君） それでは、今後具体的なス

ケジュールとか、どのような形で住民の意見を聞く

のかを検討して、発表していただければなあと思い

ます。 

 2014年は、本市の中で三つの広い会場を取って、

意見を聞くということを実施しています。３か所そ

れぞれ約200人程度の住民参加があり、積極的に発

言がありました。時間は十分だったのかなと。もっ

と意見を言いたいという人がまだいらっしゃったよ

うに感じているんですね。ぜひ、様々な方法を使っ

て、漏れなく住民の意見、またはその問題の指摘、

疑問点とかですね、ぜひ市として、積極的に取り組

んでいただきたいと思います。 

 次は有機農業への取組についてなんですが、５月

から市民有機農業塾を開始する予定で、塾生を募集

するとのことでしたので、３月議会では、質問項目

から有機農業については外しました。ということで、

塾生の集まり具合とか、取組の状態とかを教えてく

ださい。 

 そして、この有機農業塾の目的なんですが、本市

での有機農業の拡大の方針の一環としての取組と思

ってよろしいのでしょうか、伺いたいと思います。 

○農政課長（久木田 聡君） 有機農業の取組につ

いてであります。 

 ４月から始めました市民有機農業塾は、有機農業

に関心のある市民からの問合せが増えていることか

ら、土づくりや減農薬、減化学肥料の基礎を学ぶ機

会として、有機農業を拡大する一環で始めたもので

あります。 

 照島地区の前床の農場で、市内の有機ＪＡＳ認定

を受けている農家から学んだ肥料や有機栽培で使用

できる農薬を使用した栽培を行っており、作物の一

部は学校給食に納入する有機農産物として使用する
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予定であります。 

 受講者は10名で、家庭菜園の方が９名、物産館に

出荷される方が１名であります。 

 現時点では、市民有機農業塾は家庭菜園での有機

栽培の基本を学ぶ方、それから、物産館への出荷者、

そういった方が参加する、増やしていくこと。私ど

もも含めました生産技術の習得、そういったことを

目標として、有機農業の普及拡大の一環として取り

組んでまいりたいと考えております。 

○３番（高木章次君） この塾生なんですが、有機

農業に取り組みたいというような農家の方の参加を

募るというようなことは考えていないんでしょうか。 

○農政課長（久木田 聡君） 募集につきましては、

市の広報紙等を通じた募集で集まられた方が10名と

いうことでございます。うち６名の方は、昨年度も

市民の市民農業塾、こちらのほうに参加された方で

ございまして、新しく参加された方がどちらかとい

うとそういった有機というものを学んでみたいとい

うことで参入された方でございます。 

 市といたしましては、こういった家庭菜園の方も

含めまして、できましたらば、そういった物産館に

出荷される方、できましたら、もっとさらに大規模

の農家、こういった方々にも普及していく必要があ

ると考えておりますが、現在、有機農業の拡大につ

きましては、国が「みどりの食料システム戦略」で、

2050年までに、有機農業の取組面積、こちらを全体

の25％まで増やし、化学農薬の使用量を50％削減、

化学肥料の使用量を30％削減するとされております。

取組面積の拡大に限らず、減農薬、減化学肥料、こ

ういったことにも取り組んでいく必要があると考え

ております。 

 このため、物産館等に作物を出荷する農家に対し

ましては、定期総会の際に、こういった農業塾の紹

介に加えまして、有機農業にも使える農薬、肥料の

説明や使用する時期、それから回数、こういったも

のの講習を行いまして、減農薬、減化学肥料の推進

を図っているところであります。 

 また、大規模生産農家向けには、市の事業として、

有機ＪＡＳ認証の取得費用の２分の１助成や環境保

全型農業の堆肥投入助成などで有機栽培を推進して

いるとともに、現在、県の経済連のほうが畜産堆肥

ペレットを加えた30％減化学肥料というものを販売

しておりまして、こういったところの利用促進をす

ることで、減化学肥料の取組を進めている、そうい

った状況でございます。 

○３番（高木章次君） 有機農業推進の一環という

ことをお伺いしましたので、素晴らしいと思ってい

ます。 

 ５月に津和野町に行ってきました。この津和野町

では、つわの百姓塾というのをやられているそうで

す。平成25年１月から開始されていると。それで、

経営や経験、若手農業者へのアドバイスの講義など、

毎回30名以上の出席者が集まるということだそうで

す。今後、家庭菜園の皆さんの参加者は素晴らしい

んですが、ぜひ今後、農業者の方、またはこれから

農業、有機農業にチャレンジしてみたいというよう

な方も含めて、拡大をしていくということをぜひ検

討をしていただきたいということで、次の質問が有

機農業塾を始めたこともあって、来年度こそ、本市

での具体的な目標値も設定した有機農業の推進計画

を作成するべきだと思っています。どうでしょうか。

期待を込めてお伺いをします。 

○農政課長（久木田 聡君） 有機農業の具体的な

推進計画についてであります。 

 有機農業に取り組む具体的な目標の設定、それか

ら、計画の策定といたしましては、国のほうでモデ

ル地区として行うオーガニックビレッジ宣言、こち

らのほうで、５年後の生産、流通、加工等の体制を

検討する中において、面積目標、それから、取り組

む団体の目標、そういったものを定めて推進する

「有機農業実施計画」というものがございます。 

 令和５年度末において、全国93市町で取り組まれ

ており、県内においては、南さつま市など４自治体

が学校給食への食材提供を柱とした計画を策定して

いるところでございます。 

 本市におきましては、こういった先ほどの市民有

機農業塾、こういったところで参加者の拡大という

ことにまずは取組ながら、学校給食への有機野菜の

提供を核とした生産者、それから、取組面積を拡大、

こういったものに向けて先ほどの市民有機農業塾の
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参加者、それから物産館に出荷される方、こういっ

た方の参加者を増やしながら、有機農業の裾野を広

げて、オーガニックビレッジ宣言といった形で、５

年間の有機農業実施計画を取り組めるところまで進

めていければなと考えているところでございます。 

○３番（高木章次君） どうでしょうか。具体的に

計画として、方針を決めるということができないの

かなと思うわけです。「いちき串木野市食のまちづ

くり基本計画」というのがありますが、有機とか、

オーガニックとか一言も入ってないんですよね。や

っぱり食のまちということで、広報もされているわ

けで、何で入ってないんだと、やっぱり疑問に思う

人がいっぱいいるんだと思うんですよね。なので、

今日、来年度計画をつくりますと説明されるのは無

理なのかもしれませんが、ぜひ今後、秋にはちょっ

とその辺の方針を決めていただければなと思います。 

 有機農業については、これで終わって、次に入り

たいと思います。 

 地域公共交通のことです。 

 今年の３月、こういう地域公共交通計画を発表さ

れました。様々な問題点、課題があるというのがは

っきり示されたと思います。では具体的にどうする

かですね。これは今後、検討をすると、こういう方

向でやるというようなことは示されているんですが、

いま一つ、解決するなというような感じが見えない

んですね。 

 それで、どうすればいいのかなと私なりにちょっ

と、前からちょっとだけ知っていたことがあって、

ネットで調べてみたんですが、その前に、それの前

提に、ちょっと質問があります。 

 地域公共交通計画を発表されましたが、今後の高

齢化により想定される自家用車免許返還人数とその

地域について、記載が具体的にはありません。今後

アンケートなどで調査して、計画に反映すべきと思

いますが、考えを伺います。どうでしょうか。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 運転免許証の返納

の関係でございますが、市地域公共交通計画策定に

際しては、市民利用者等のアンケート調査、各地区

まちづくり協議会へのヒアリングや地区住民を対象

とした意見交換会を実施して、計画に反映させ、策

定したところであります。 

 運転免許証返納についての個別調査というのは実

施しておりませんが、市民アンケートの調査項目に

「運転免許証返納済み」という項目がありまして、

約50人の方が返納されている結果となっております。 

 また、本市の運転免許証返納者数につきまして、

いちき串木野警察署に確認しましたところ、令和３

年で144人、令和４年で116人、令和５年で127人の

方が返納をされておられる状況であります。 

 本市地域公共交通計画の中では、高齢者福祉と連

動した交通サービスの充実の中で、運転免許証自主

返納者への支援の検討を行うということにしており

ます。 

 今後、計画を進めていく上で、現状確認、関係者

ヒアリング及び住民説明会等を行いまして、市民及

び利用者等の意向を確認しながら、地域公共交通計

画に基づき事業を実施していくこととしております。 

○３番（高木章次君） そのアンケートなんですけ

れども、住民全員ではないので、この件については、

対象となる全住民に、やっぱりアンケートを取った

ほうがいいのではないかと思うんですよ。でないと

本当に現実的な公共交通、これでいいんだと、これ

で大丈夫だというようなものがつくれるのかなとい

う疑問があるんですね。やれないことはないと思う

んですよ。その特定の個人の名前とかは別に必要な

いと思うんですね。この地域に何人、今後、免許を

返納する人がいるのか、何年後か、大体、想定がい

ろいろあるとは思うんですが、個人的にもいろいろ

思いがあると思うんですが、やっぱり、その実態を

把握する、把握しないで、相当やっぱり計画の立て

方が違ってくるのではないかなと思うんですね。ど

うでしょうか、可能でしょうか。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 先ほども申し上げ

ましたが、計画の中で、運転免許証自主返納者への

支援の検討を行うこととしておりまして、そういっ

た中で、現状確認や関係者ヒアリング及び住民説明

会等を行いまして、市民の皆様方の意見を確認しな

がら、この運転免許証自主返納者への支援について、

今後検討していきたいと考えております。 

○３番（高木章次君） すいません、繰り返しにな
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るんですけれども、今後、免許を持たない高齢者が

どう増えていくのか、そして、どういう地域に何人

ぐらい免許を持っていない高齢者がいるということ

になるのか、その辺については調査する方向だとい

うことで、認識していいんでしょうか。 

○副市長（出水喜三彦君） 免許返納者の数につい

ては、現状分かっている中で警察署に確認した数字

が先ほど申し上げたとおりであります。 

 この傾向というのは高齢化が進むに当たっては増

えていくと、こういう傾向というのは、間違いない

ところでありましょうから、その地域ごとであると

か、詳細なデータを改めて調査するということは考

えておりません。 

 改めて全体のアンケート調査をとるということは

考えてございません。 

 その上でこの計画策定するときもでしたけれども、

地域の皆さんとの意見交換、こういうものを行って

おりますので、そうした中でその動向を確かめてま

いりたいと思います。 

○３番（高木章次君） それでは、期待をしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 それで、具体的な改善の提案なんですが、ＡＩを

使った電話予約制の乗り合いタクシーの検討をして

はどうでしょうかということなんです。 

 この電話予約制の乗り合いタクシーなんですが、

全国各地の地方自治体で数年前から実際に始まって

います。例えばなんですが、長崎県五島市でも実施

しています。これは長崎新聞のプリントなんですが、

ＡＩ活用乗り合いタクシー五島で実証事業と。これ

は2021年４月です。それで現在は、自宅近くのごみ

ボックス、病院、スーパー、公共施設など、市内、

なんと1,300か所の停留所があるのだそうです。非

常に便利だと思います。それで、15分前までの予約

で利用できるんだそうです。電話予約で希望する時

間に利用できると。毎回、運賃300円だそうです。

自宅近くのごみボックスほかということなので、非

常に便利だと思います。ぜひ、今後、検討したらど

うかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○水産商工課長（福山昌浩君） ＡＩタクシーを使

った電話予約制乗り合いタクシーの検討を行ったら

どうかということでございますが、市の地域公共交

通計画におきましては、基本理念として「市民生活

を支えていく地域特性に適した公共サービスを目指

す」としておりまして、五つの基本方針と四つの計

画目標を設定し、この計画に基づき具体的な事業を

実施していくこととしております。 

 議員仰せのとおり、地域公共交通計画にＡＩデマ

ンドタクシーという言葉は、具体的な事業計画の記

載はありませんが、計画の目標と評価指標の中で

「多様な主体との共創による地域一体となった公共

交通体系の実現」、「新たな移動手段の導入可能性

の検討」と掲げております。これらを基に今年度は、

現行のいきいきバス、いきいきタクシーの在り方に

ついて、調査検討していきたいと思っておりまして、

その調査検討に併せて、利用者の意見、要望等を勘

案しながら、他市の事例等も参考にさせていただき、

デマンドタクシーも含めた新たな移動手段の導入可

能性を検討してまいりたいと思っております。 

○３番（高木章次君） それでは、検討をする予定

だということで、期待をしますので、よろしくお願

いします。 

 次なんですが、具体的な改善策なんですけれども、

ぜひ住民もいろいろなアイデアを持っている人がい

るかもしれません。ぜひ市民に広くアイデア、こん

なことをやったらどうかというようなことを、また

はこの電話予約制のタクシーの件についても聞いて

もいいと思うんですね。ぜひ住民の皆さんにアイデ

アを募集するというようなことを実施することが今

の公共交通の状況を認識してもらうということも、

とてもいい結果につながると思いますので、どうで

しょうか。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 市民の皆様からの

幅広い意見を求めたらどうかということでございま

すが、今回、策定いたしました地域公共交通計画の

策定に際しましては、市民及び利用者等へのアンケ

ート調査に加えまして、市内16地区のまちづくり協

議会へのヒアリング及び関係７地区での意見交換会

を実施し、住民の様々な意見、要望等を踏まえ、計

画を策定したところであります。 

 地域公共計画における事業を進めるに当たり、市、
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交通事業者及び地域住民が一体となって、将来にわ

たり、持続的に地域の移動手段を支える公共交通網

の実現に向けた取組が必要となることから、今後も

引き続き、住民や事業所等との連携を行って取り組

んでまいりたいと思っております。 

○３番（高木章次君） それでは、五島のこともあ

ります。ほかの自治体の取組、これを積極的に集め

て、住民としても共有して、そんなことをやってい

るところがあるんだと、うちだってやろうじゃない

かというようなことにもつながるかもしれませんの

で、この地域公共交通計画、これを作成する段階で

終わるのではなくて、これはスタートだと。具体的

にどうするかというのは、本当にこれからだという

内容だと思いますので、ぜひ、これはスタートであ

って、積極的にこれからつくっていくぞということ

で、市民に投げていただければなと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、これで私の質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。よろしくお願いし

ます。 

○議長（中里純人君） 次に、西田憲智議員の発言

を許します。 

   ［２番西田憲智君登壇］ 

○２番（西田憲智君） 私は、歳出削減で、この市

の運営をしっかりと持続可能にすることも大事だと

思いますが、自主財源をしっかり確保して、効果的

な事業を展開していくということが大事ということ

で、２年前の６月議会の一般質問で、自主財源の確

保に向けた将来の展望について市長にお伺いしまし

た。 

 市長から、洋上風力発電産業の拠点化、ＩＣ関連

企業誘致による新産業の創出、デジタル技術導入等

による地元企業との連携により生産性の向上など、

地元企業の稼ぐ体質を強化し、新たな事業や雇用の

創出、民間における再投資を促し、財源の確保につ

なげるとの答弁のとおり、長期的な戦略については

よく理解はできましたが、まだまだ時間がかかりそ

うであります。 

 併せて、中期、短期的な戦略や取組が急務である

と感じます。４年連続で前年度比増額した当初予算

の中で、令和６年度当初予算の自主財源比率は

38.9％で、毎年減少傾向にあります。これまで公共

施設の適正化において、公共施設等の総合管理計画

や個別施設計画など、トータルコストの削減は進ん

でいますが、今後さらなる経営型の行政運営を進め

るに当たり、自主財源確保への進展と今後の考えに

ついて、壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 西田憲智議員の御質問にお

答えをいたします。 

 自主財源確保のための短期的な取組についてとい

うことであります。 

 自治体の財政基盤を強化するには、おっしゃると

おり、自主財源の確保が重要なことであります。 

 私は、先の一般質問でも申し上げましたとおり、

まちの強み、魅力を最大限生かし、未来につながる

投資に重点化を図ることが大切だと思っております。 

 産業振興により民間が収益を上げていくことで、

税収を増やし、官民それぞれ次の投資の機会を生み

出していくことが、長い目で見た自主財源の確保、

このために大切であると考えております。 

 また、おっしゃいますように、短期的な取組とし

て、ふるさと納税の推進、事務事業の見直しにより

ます公共施設の有効活用や公有財産の売却など、こ

ういうものにも取り組んでいるところであります。 

 今後も限られた経営資源を効果的に結びつけ、ま

ちの強み、魅力を最大限引き出すための新たな施策

の展開をはじめ、持続可能なまちづくりを進めてい

くため、様々な観点から自主財源の確保に努めてま

いりたいと考えております。 

○２番（西田憲智君） 今、市長が述べられたとお

り、やはりこの自主財源には、長期的な計画や中期、

短期それぞれの施策が必要だと理解をしております。 

 その中で、決して本市もその取組を怠っていると

いうわけではないんですが、一つ一つこだわって、

深掘りしていく必要があると私は感じています。 

 そこで、市財産をフル活用して財源を確保する四

つの取組について質問を進めさせていただきたいと

思います。 

 まず、事務事業見直し等による休止状態である施
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設の利活用であります。 

 これについては、昨日の先輩議員の一般質問によ

って、ある程度の理解はできたので簡潔にお聞きし

たいと思います。 

 先日あったほかにも維持管理費が発生しているス

ポーツ系の施設というのが幾つかあります。これら

の施設の利活用についてどのように進められるかを

お伺いいたします。 

○財政課長（長畑正博君） 休止状態である施設の

利活用についてであります。 

 学校再編による中学校の統廃合や公共施設の用途

廃止等に伴う公共施設の利活用が課題と認識してい

るところであります。 

 本市におきましては、施設の廃止や休止を決定し

た場合、速やかに施設を今後どうするのか、用途転

用するのか、または民間による跡地活用を模索する

のか、もしくは、解体して土地を売却するのかなど、

様々な角度から検討協議を行い、方針を決定してい

るところであります。 

 第１期建物系個別施設計画において、廃止が決定

し、休止している相撲競技場などの施設については、

次の方向性が決まり次第、解体し、活用できるもの

については、売却や有償貸付けを行うなど、財源確

保のために活用したいと考えているところでありま

す。 

○２番（西田憲智君） 今、利活用の大きな、全般

的なことは機能も含めて理解できているんですが、

いわゆる市民の皆さんは、この施設の利活用ができ

るという意識がないのではないかと私は感じていま

す。 

 例えばスポーツ系の施設については、地域のスポ

ーツ少年団等へ情報を公開、提供して、公募によっ

て対応するような、そのような発想というか、考え

はないかをまずお伺いいたします。 

○財政課長（長畑正博君） 先ほど答弁の中で相撲

場の話もちょっといたしましたが、相撲場について

は、廃止が決定し、休止しているところであります。 

 現在、今後の活用方針を検討中であり、決まり次

第解体することとしております。 

 また、串木野弓道場や各運動場については、廃止

方針を打ち出しているものの、利用者、地域からの

御要望もありまして、現況のまま利用いただいてお

ります。そういった状況もありますけれども、財源

確保も含め、施設の有効活用を図る観点から検討し

てまいりたいと考えております。 

○２番（西田憲智君） ぜひ利活用が進むような、

そういった市民に情報が共有できるような、そんな

仕組みが必要だと感じます。この件につきましては、

今後、統廃合の学校跡地の活用も含めて、また、次

の機会に取り上げたいと思います。 

 二つ目に市有地の活用についてであります。 

 まず、安茶地域に新たな工業団地として2.64ヘク

タールの工業用地が造成に向けて進められています

が、市外からの企業進出や新産業の創出の計画など、

企業誘致の進捗状況はいかがかをお伺いいたします。 

○財政課長（長畑正博君） 市では、西薩中核工業

団地の分譲率が約98％に達したことから、企業誘致

を促進し、さらなる産業振興を図るため、現在、市

来湊地区の安茶地域に工業団地を造成することとし、

令和８年度中の分譲開始に向け、整備を進めている

ところであります。 

 現在は、開発行為許可申請の手続中でありまして、

来年度には造成工事に着手する予定としております。 

○２番（西田憲智君） まだ申請中で、今後、募集

というところは進むのであろうかと思いますが、今、

課長から答弁があったように令和８年度には分譲開

始という、もう２年ない状況の中で、この安茶地区

に地の利のある、地の利を生かせるような企業が誘

致してくれることを希望する中で、幅広い募集、Ｐ

Ｒが必要だと考えていますが、今のところそういっ

た計画はどこまで進んでいて、どういった計画なの

かをお伺いいたします。 

○副市長（出水喜三彦君） 安茶工業団地の進捗状

況については、今申し上げたとおりであります。現

在、開発申請中ということで、併せてこの設計とい

うものを行っている段階であります。 

 そこで、その広さ、あるいは形状、こういったも

のが定まってきた段階においては並行してこういっ

たのが出来上がるという中で、県内、県外を含めて、

そのＰＲをし、誘致活動に並行して取り組んでまい
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りたいと思っております。 

○２番（西田憲智君） 市内の企業が有効的に活用

するというのも一つの手段であると思いますが、市

外からの企業誘致や新産業の創出のために、ぜひこ

の安茶地区の工業団地が活用されることを期待した

いと思います。 

 次に、本市には立地適正化計画がありますが、本

市を活性化するために、例えば新たな複合的な大型

商業施設や宿泊施設などを誘致することを見据え、

地域の住民の皆さんに理解を求めながら、広大な土

地を確保するなどの戦略的な、具体的な取組はない

かをお伺いいたします。 

○財政課長（長畑正博君） 現在、御質問のありま

した商業施設等の誘致が可能な広大な市有地、ある

いは、今後、用地取得のための計画について、現在

のところは考えていないところであります。 

○２番（西田憲智君） ぜひ本市の活性化のために

は、そういった複合施設やいろんな商業施設、企業、

もしくは宿泊等々、いろんな課題もあると感じてい

ます。 

 そういった土地がなければ、本市に来る企業もな

いわけですので、計画的にこういった戦略を立てる

ような、そんな計画が必要なのではないかと今感じ

ているところでございます。 

 あえて質問をさせていただいたところです。 

 また、市有地にはそれぞれ宅地もあれば、いろん

な市有地があると思いますが、本市の市有地という

のがよく、市民にはよく分からないのが現状です。 

 看板の設置や、例えば公開できるものは、一覧表

などにして、民間のアイデアを活用してもらう考え

等はないかをお伺いいたします。 

○財政課長（長畑正博君） 市有地の案内看板につ

きましては、現在、主に販売を目的として設置をし

ているところであります。 

 販売目的でない、市内に点在している市有地につ

きましては、現在、主に面積や形状等により、宅地

として、利用も売却も困難な土地でありますので、

看板は設置していないところであります。 

 なお、市有地の公開ということでありましたけれ

ども、市有地のうち普通財産につきましては、所管

である財政課において管理・運用を行っているとこ

ろではありますけれども、地目、面積、用途、目的

様々であります。このため現時点では公表は考えて

いないところであります。所管課におきましては、

課題を拾い上げ、さらに整理を進めていく必要があ

る考えております。 

○２番（西田憲智君） 宅地のみが看板の設置があ

って、その他については、公開を考えていないとい

う答弁だったと思いますが、宅地のみにとらわれず、

例えば、宅地にならないようなところも、現在はキ

ャンプブームや自然体験型のアトラクションの施設

など、民間の方々にとっては、いろんなアイデアも

あると感じます。 

 これまで利用価値を見いだせなかった場所が、民

間の発想で様々な利活用ができる可能性もあると思

います。公開がなければ、そのアイデアも出ないわ

けですので、ぜひそういった情報の共有が必要と考

えます。 

 そのためには自治体や地域企業、都市部の人をつ

なぐ合同説明会の機会など、効果的なポータルサイ

トの運営などについて取り組む必要があると考えま

すが、そういった情報公開の計画、考えもないでし

ょうか、お伺いいたします。 

○副市長（出水喜三彦君） 未活用の、未利用のこ

の財産というものをより活用していただくために、

情報提供を積極的にするべきじゃないか、このよう

な御意見かと思います。 

 先ほど財政課長が申し上げましたとおり、財産に

は普通財産、行政財産がありますけれども、それぞ

れにおいて、売れるもの、普通財産で販売できるも

の、これは積極的にホームページもですし、住宅メ

ーカーも含めて営業に回っている、このような実態

であります。 

 一方で、その財産の中においても、先ほど申し上

げました形状等によって、販売に向かない、活用も

非常に困難だ、これがあるのも実態だと思っており

ます。 

 その財産の状況の全てを共有、公開してというの

が効果的かどうかというものを含めて、まずは財産

の整理をさせていただければと思います。 
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○２番（西田憲智君） ぜひ一歩でも進むような、

その取組を期待したいと思います。 

 ３番目に、市有林の活用についてであります。 

 本市には15万立方メートルの立ち木がある中で、

年間５万8,000円程度の収入に収まっております。 

 森林経営計画に沿って進められているとは思いま

すけれども、貴重な財源として、さらなる活用の考

えはないかをお伺いいたします。 

○農政課長（久木田 聡君） 市有林の活用につい

てであります。 

 市有林の面積につきましては、全部で194ヘクタ

ール、また、国有林との分収林面積、こちらが142

ヘクタールありまして、そこの材積量、今おっしゃ

いました約15万立方メートル、こちらの多くが伐採

期を迎えているところでございます。 

 市有林は森林組合と森林経営計画を結んでおりま

して、維持管理、それから、伐採を行っているとこ

ろなんですけれども、長く木材価格が低迷を続けて

おりまして、伐採しても赤字となる状況が続いてい

たところでございまして、伐採期を過ぎても、そう

いった伐採ということを行ってこなかったところで

ございます。 

 ここ数年、木材価格が上昇しまして、黒字が若干

残るような状況になったことから、令和７年度と令

和８年度にかけまして、観音ヶ池近くにあります宇

都山分収林27.6ヘクタール、それと、その近くにあ

ります百年の森２ヘクタール、こちらを伐採してい

く計画でございます。 

 今後も木材価格の動向に応じて、市有林の伐採と

再造林を行って、財源の確保に努めてまいりたいと

考えております。 

○２番（西田憲智君） 今、伐期を迎えている市有

林ということでありましたけれども、なかなか赤字

で大変だったのかもしれませんが、これまでやって

きた間伐に代えて、例えばもう伐期の時期を迎えて

いる木を主伐によって切った後に再造林するという

考えの変更というのはないのかお伺いいたします。 

○農政課長（久木田 聡君） 主伐につきまして、

先ほど、計画が７年度、８年度の計画は主伐でござ

います。今現在計画して、今後していくのは、おお

むね主伐が中心になっております。 

 主伐をいたしますと、基本的にはまた再造林して

次の伐採に向けた森林の経営を行っていくというこ

とで、続けていくと、こういった形での森林の活用

になってまいります。 

○２番（西田憲智君） 市有林の中にはなかなか手

入れが困難な場所もあると思いますし、そういった

場所については、そういった主伐をしながら、再造

林をしながら、次のまた世代へ引き継ぐということ

も大事だと思います。 

 この最後に、今後、今ある森林経営計画があると

思いますが、この更新に当たって、今先ほど課長が

答弁ありましたように、１者での今計画になってい

ると思いますが、本市に鹿児島県が認定している意

欲と能力のある林業経営体というのが４者あると思

いますが、この４者を含めて今後計画をされるとい

うことは考えられてないかをお伺いいたします。 

○農政課長（久木田 聡君） 今ありました市内の

ほかの林業事業者についての活用についてでござい

ます。 

 今現在、市有林につきましては、経営計画を森林

組合のほうとつくっているという中で、今後、再造

林を含めた形で、そういったほかの事業者も含めて

できるかできないか、そういったところはまた今後、

伐採をした後の次の森林経営計画を結ぶ中で検討し

ていく必要があると考えているところでございます。 

○２番（西田憲智君） 本市の財源確保にはこの市

有林というのも非常に有益な財源になると感じてお

ります。ぜひそういった専門業者の方々と協力をし

て、この財源確保に努めていただければと思います。 

 ４番目になりますが、本年度約１億3,000万円ぐ

らいかけてリニューアル工事を行うパークゴルフ場

があります。社会的な物価高騰等もあり、利用料金

の見直しや改定の時期に来ているのではないかと思

いますが、お伺いいたします。 

○社会教育課長（榎並哲郎君） パークゴルフ場の

利用料金の見直し改定について答弁させていただき

ます。 

 現在の利用料金は大人520円、子ども310円で、市

内、市外利用者の区別は行っておりません。県内の
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同施設におきましても、市外利用者の取扱いは同様

であり、料金を比較いたしましても、おおむね適正

な利用料金ではないかと考えております。 

 今回のリニューアル工事に伴い、市外利用者の

方々の料金を上げた場合には、利用者への混乱が予

想されます。 

 また、料金の安いほかの同施設への流出により利

用料金全体としての減収や他市町村への交流人口へ

も影響があるかと考えております。 

 リニューアル工事によりまして、施設の魅力や強

みを生かした整備を進めることで、よりよい環境で

楽しめるようになり、市内、市外を問わず、多くの

愛好者に利用していただくことで、利用収入の増加

につなげてまいりたいと考えております。 

 また、先の議員全員協議会でも御報告させていた

だきましたとおり、ネーミングライツ制度を進める

ことによりまして、新たに自主財源を確保し、良好

な公共サービスを継続的に提供できるものと考えて

おりますので、このようなことから現在のところ利

用料金の見直し及び改定は行わない方針であります。 

○２番（西田憲智君） 今課長から答弁がありまし

たように今の金額設定も県内で言えば、中間ぐらい

の金額設定になっているとは理解しております。 

 ただ、金額を、利用料を上げれば、市外へ利用者

が流出するというような発想ではなくて、例えば、

よく民間であるようなポイント制などを導入して、

市外の方々から利用意欲というのを高められるよう

な、そんな発想の転換が私は必要なのではないかと

思っています。 

 健康維持増進を目的として、高収入を上げる施設

ではないということは理解していますが、継続的に

運営していくには確実な収入というのが非常に大事

であります。 

 今回、利用料金の見直しはしないということを今

課長からありましたが、さらなる利用促進を図る考

えはないか、お伺いいたします。 

○社会教育課長（榎並哲郎君） パークゴルフ場の

利用促進についての御質問であったかと思います。 

 今回のこのパークゴルフ場なんですけれども、利

用者の方々からの声をお聞きしますと、本市のパー

クゴルフ場は、起伏に富んでいるコースで、何度も

訪れたくなるコースだと伺っております。利用者の

状況等を見たときにも、約８割の方がリピーターと

いう分析結果が出ておりますので、まず、この施設

のほうの特色、また、強みを生かした形で利用促進

を図りたいと思っております。 

 また、議員のほうから御提案がありました、ポイ

ント付与というのがあったかと思います。こちらに

つきましても、もし付与するとなった場合には、店

舗であったり、関係団体機関のほうとの調整が出て

くるかと思いますので、この調整をまずさせていた

だきたいという点と、あとはリニューアル工事に伴

いまして、これを機会に利用促進はさらに図ってい

きたいと思っておりますので、研究を進めていきた

いと思っております。 

○２番（西田憲智君） この施設は来ていただけた

ら、かなり人気のある、今課長からありましたよう

に８割ぐらいがリピーターだということですので、

新たに新規のそういった利用者をしっかりと周知し

ながら、利用促進のほうを努めていただければこの

利用料金全体も収入も上がっていくと思います。 

 今回はあえてパークゴルフ場を取り上げましたけ

れども、市内の施設の全体を見ても、市民、市外の

利用者、それぞれに差のある施設もあれば、差のな

い施設もあるわけです。利用料金の見直しと同時に、

利用者へ新たな付加価値を提供して、利用率の向上

と経済効果をつなげるチャンスなのではないかと思

いますが、この点を推し進める気はございませんか、

お伺いいたします。 

○財政課長（長畑正博君） 本市の公共施設におき

ましては、市外料金が設定されているもの、区分が

ないもの等が今現在それぞれございます。 

 パークゴルフ場や記念館など、本市独自の施設に

ついては、市外からも幅広く来ていただき、交流人

口拡大を目指すため、同一料金と現在はしていると

ころであります。 

 現時点におきましては、これまでの経緯を踏まえ、

改定は行ってはおりませんけれども、今後、公共施

設の使用料につきましては、やはり統一的な根拠、

ルールで、整理する必要があるのではないかと考え
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ておりますので、今後、他市の状況も踏まえて、本

市の施設利用料について、在り方については、検討

していきたいと考えております。 

○２番（西田憲智君） 今課長からありましたよう

に交流人口の一つのきっかけとなるとともに、財源

の確保というのもあるわけですけれど、先ほども言

いましたが、利用料だけを言っているのではなくて、

利用される方の付加価値をしっかりとつけるような、

そんな、一緒にほかの課、もしくはほかの団体とい

ろんなところで連携した、そんな取組に広がればい

いなと期待をしているところでございます。 

 次に、基金の運用について御質問をしていきたい

と思います。 

 現在の基金については、全体で83億円ぐらいの基

金がありますが、そのうち運用ができる基金という

のは限られているのは承知しています。 

 現在の運用の状況と今後の計画についてをお伺い

いたします。 

○会計課長（萩内祥子君） 基金の運用拡大の取組

についてであります。 

 従来基金については、その安全性を重視する観点

から、定期預金による運用のみを行ってきました。

しかし、長らく続くデフレの脱却のため、日銀が

2016年にマイナス金利政策等を導入したことに伴い、

市中金融機関の経営環境悪化により、期間１年の定

期預金でも、長らく0.002％の状態が続いてきまし

た。そのことから、令和４年度に初めて、比較的安

全性の高いとされる円建ての外国金融機関の社債４

億円での運用をスタートしたところであります。 

 昨年度は日銀総裁の交代後、国内経済においても

金利上昇傾向になってきたことから、日本国債、電

力債を各１億円、今年度も電力債１億円を購入した

ところであります。 

 本年３月にはマイナス金利政策等も解除、撤廃さ

れ、夏以降の日銀金融政策決定会合で、さらなる金

融政策の修正も予想されていることから、今後しば

らくは金利上昇が続くものと考えており、今年度さ

らなる債券購入を予定しています。 

 本市の場合、特定目的基金以外の財政調整基金及

び市債管理基金での運用を基本に考えており、この

合計がおおむね40億円から50億円であることから、

推移していること及び今後の資金需要を考えますと、

おおむねその30％に当たる12億円から13億円程度、

償還期限10年以内を債券運用の一つのめどとしてい

るところであります。 

○２番（西田憲智君） 定期預金の大変低い金利の

中からこの基金運用というのを令和４年度が進めら

れていると思いますが、今お聞きすると、４億円で

スタートして、今合計６億円ぐらいが基金運用され

ているということでよかったんですかね。 

 ７億円ですね。実際は12億円までを約40億円から

50億円に対する30％で12億円の基金運用というのを

計画されているようですが、今、12億円分の７億円

ということで、まだ基金を運用できる枠があるわけ

ですが、これまでいろんな形で基金を運用されてい

ると思いますが、これまでいろんな質問のたびに、

この基金運用については、年次的に行うということ

で回答をもらっています。この満期の期間をずらす

という目的かもしれませんが、例えば３年、５年、

10年というスパンの枠で分散して、満期が重複しな

いように運用できると思いますし、また、満期にな

った際は再投資というのも視野に入れた計画という

のはできないのかというところをお伺いしたいと思

います。 

○会計課長（萩内祥子君） 基金の性質上、特定目

的基金については、個別の目的を定めて設置したも

のであることから、資金の個別需要が発生すること

も想定し、債券運用の対象を年度間の財源調整機能

のために設けた財政調整基金及び地方債の償還を目

的に行うために設けた市債管理基金の範囲内で行う

こととしております。 

 また、現在市場に流通している債権の多くが先ほ

ど申しましたマイナス金利政策下で発行されたもの

であるため、表面利回りが相対的に低い上に、将来

の資金需要を考えますと、償還日の分散も必要なこ

とを考え、残り５億円から６億円を一気に債券運用

に振り向けることも考えていないところであります。 

○２番（西田憲智君） 今課長から説明がありまし

たけれども、まさに現在は日経平均株価の上昇であ

ったり、10年物国債の利回りが上昇するなど、この
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タイミングが大変好機なのではないかと感じていま

す。 

 この基金運用については、市民の負担なく、自主

財源を確保できるわけなんです。残り枠として約５

億円ぐらいあると思いますが、ぜひ積極的な運用を

期待したいと思いますが、いかがでしょう。 

○副市長（出水喜三彦君） この資金運用について

は、先ほど上限額12億円ということで、現在７億円

ということで申し上げました。 

 議員のほうが３年、５年、10年というお話もあり

まして、さらには満期が来たら再投資というお話が

ございましたが、私どもとしましては、それを基本

に今行っているところであります。 

 空いた満期が重ならないようにすること、これを

ラダー型運用といいますけれども、そこに満期が到

来するものを当てはめて、探しているところであり

ますので、それが今上昇局面というのもありまして、

今買うのがいいのか、その時期をもう少し待つのが

いいのか、こういうことを判断しながら行っている

のが、年次的にということですので、基本的な考え

方は積極的に運用する、この考え方の下で行ってお

ります。 

○２番（西田憲智君） ぜひ先ほども言いましたけ

れども、市民の負担なく、この財源を有効的に活用

して、自主財源をするために、このタイミングで積

極的に運用を期待したいと思います。 

 次に、移ります。 

 ふるさと納税基金についてでございます。 

 本市は年間16億円程度の寄附金を頂いて、大変取

組が素晴らしいと思います。担当者の努力に敬意を

表するところであるんですが、今回は違った視点で、

さらなる寄附額を上げるために、２点を質問させて

いただきたいと思います。 

 まず、ふるさと納税の取組を強化する考えはない

かをお伺いいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） ふるさと納

税についてでございますけれども、令和５度につき

ましても18億円ということで、貴重な御寄附を頂い

ているところでございます。 

 一般のふるさと納税につきましては、やはり本市

の返礼品というのがやはり一番キーになるかなと思

っております。この返礼品をいかに寄附者の心に刺

さるような返礼品というのをつくっていくかという

ことが一番大切かなと思っておりますので、そうい

うパートナー企業等を回りながら、そういう新しい

ものについてチャレンジできないかということを進

めているところでございます。 

○２番（西田憲智君） 今課長の答弁からありまし

たようにふるさと納税の返礼品については、パート

ナー企業等を積極的に進められているのは承知して

おります。 

 その中で、なかなかこの企業版のふるさと納税と

いうのが伸び悩んでいるのではないかなということ

を感じるわけです。本市にも魅力的な事業はいっぱ

いあります。いろんな市外の企業の皆さんにこの目

的を理解していただいて、寄附を頂ける機会は大い

にあると理解しています。 

 このような取組を強化する考えはないかを改めて

お伺いいたします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 企業版ふるさと納

税についてであります。 

 これまでの実績といたしまして、令和２年度から

令和５年度まで、５社から180万円の寄附を頂いて

おり、国内外販路開拓支援事業など三つの事業に充

当しております。 

 議員仰せのとおり、企業版ふるさと納税は企業に

賛同していただける魅力ある事業と効果的なＰＲが

重要だと考えております。 

 こうしたことから、今年度は個人のふるさと納税

と同様に、有料の仲介事業者によるマッチングサー

ビスを活用し、企業へのアプローチを増やしていき

たいと考えております。 

 併せて、効果的なチラシを作成し、積極的にＰＲ

していくこととしております。 

 また、企業に対するトップセールスや事業の丁寧

な説明を行い、本市の企業版ふるさと納税をしてい

ただけるように取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○２番（西田憲智君） 本市には事業の一つとして

これまで、2040年を考える会として三つの大きな事
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業も提案されて、今あると思います。そういったも

のを形に、一つずつしていくには、こういった企業

版ふるさと納税を使って事業者の皆さんに理解をし

ていただきながら、一緒になってこの町のまちづく

りを進めていくという発想が必要というところと、

先ほど課長からもありましたように、これはＰＲ、

セールスなくして、この理解、協力を得られること

ではないと思います。ぜひここについては、具体的

に、専門的にいろんなアプローチやセールスをして

いく必要があると思いますので、ぜひ力を入れてい

ただきたいと思います。 

 この２番目についても同じ関連ですので、先に進

めたいと思います。 

 本年度はガバメントクラウドファンディングとい

うのがなかなか進んでいない現状にある中で、この

寄附についても大変重要な財源確保になると思いま

すが、このガバメントクラウドファンディングを取

り組むお考えはないかをお伺いいたします。 

○シティセールス課長（長﨑 崇君） ガバメント

クラウドファンディングの取組についてであります。 

 自主財源の確保策としてガバメントクラウドファ

ンディングは手段の一つとなり得ると考えておりま

す。このガバメントクラウドファンディングは、市

が実施する事業に対し、目標額を立てて、寄附を募

るものでありますけれども、実現される内容に寄附

者からの共感が得られるかというのが非常に重要に

なってくると考えております。 

 今年度は、冠岳登山道整備及び地域猫活動に対す

るガバメントクラウドファンディングに取り組む予

定としております。 

 冠岳登山道整備では、当該整備を目的として、来

年２月開催予定の冠岳トレイルランニング大会をコ

ンテンツにしたガバメントクラウドファンディング

に取り組んでおります。 

 内容としては、ふるさと納税ポータルサイトのふ

るさとチョイスと、登山専用アプリ運営会社のヤマ

ップの２者と連携し、登山愛好家らに共感を得られ

る自然特化型のガバメントクラウドファンディング

を８月開始予定として具体的に進めているところで

ございます。 

 今後も寄附者に対して共感を得られる事業につい

ては、積極的にガバメントクラウドファンディング

を活用してまいりたいと考えております。 

○２番（西田憲智君） 二つの事業が出されました

けれども、課長のほうからも積極的にということが

ありましたが、この事業につきましても、市外への

周知ということがなければなかなか理解促進につな

がらないと思います。 

 例えば、今本市は県立学校へ支援をしていると思

います。市外に出られた母校の卒業生がそれぞれの

本市の取組を理解して、協力してくれるというのも

決して考えていないわけではないと感じます。 

 ぜひ本市が先頭に立って、この枠組みを使って、

いろんな連携の形ということを、協働の形というの

をつくって本市の各事業を磨かせていただきたいと

感じるところです。 

 この二つを取りましても、各課はこれまで与えら

れている事業費の中で、いろんな事業を展開してい

くという発想ではなくて、それぞれの事業において、

自主財源を確保できる可能性があるという、そんな

発想に転じていただいていろんな計画を進められる

絶好な制度であると理解しておりますので、本年度

以降、ここが進展することを期待したいと思います。 

 次に、公共施設の広報の事業の展開についてお伺

いします。 

 先の全協でも説明がありましたが、本市も五つの

施設でネーミングライツ、いわゆる命名権というこ

とがスタートします。現在はスポーツレクリエーシ

ョン施設のみが対象となっていますが、その他の文

化施設等様々ありますが、さらなる施設の拡大の計

画はないかをお伺いいたします。 

○財政課長（長畑正博君） ネーミングライツにつ

いてであります。 

 民間企業等の広告機会を拡大するとともに、施設

の魅力向上及び維持管理費の削減、良好な公共サー

ビスの継続的な提供を図るため、総合体育館、多目

的グラウンド、庭球場やパークゴルフ場など、五つ

のスポーツ施設について、今月からネーミングライ

ツパートナーの募集を始めたところであります。 

 これら５施設以外の公共施設等につきましては、
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今回の応募状況や他市の運用状況等も見極めながら

導入を検討してまいりたいと考えております。 

○２番（西田憲智君） 今回は五つですけれど、今

後、見極めていくということでありますが、この効

果がある、なしももちろん大事かもしれませんがこ

の枠を行政で縮小しては、大変もったいないと思い

ます。それぞれ協力したい企業や団体側もあります

し、そこの折り合いを見ながら、一緒に協働してこ

のまちづくりを進めるという観点では、このネーミ

ングライツという手段を使って、一緒に進めていく

ことが重要だと考えております。 

 また、現在本市にはホームページが開設されてい

て、バナー広告の掲載枠がございます。８枠あると

思いますが、現在の掲載はございません。このよう

に作成、いわゆる新設して終わりではなくて、この

新設したものをどのように活用して、推進していく

かということが今後も重要だと思いますので、この

新たなネーミングライツも含めて、活用していけれ

ばと期待をしております。 

 ５番目に自主財源確保もすぐに効果が出る取組で

はなくて、持続的に効果を上げられる地域振興策の

推進が必要だと感じています。 

 デジタル化の進展によりこれまで紙でのプレミア

ム商品券などの発行で効果を上げてきたと思います

が、現在はデジタル化の進展により、少ない経費で、

大きな効果が得られるような電子版地域振興券を活

用することが可能となっております。 

 今もなお物価高騰などで苦慮している本市の企業

を応援しながら、企業の発展、さらに地域の活性化

につながる新たな手法による地域振興券事業につい

て取り組むお考えはないかをお伺いいたします。 

○水産商工課長（福山昌浩君） 電子版商品券の事

業展開についてでございます。 

 令和２年度より実施してきました商品券事業につ

きましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症

の影響により売上げが減少し、経営に苦慮している

市内事業所の事業継続、経営安定を支援することを

目的とし、実施してまいりました。 

 商品券事業を実施するに当たっては、市民全員が

使いやすい商品券として、これまで紙の商品券を発

行してまいりました。しかしながら、一方では、事

務経費として、商品券の印刷費や換金作業等におい

ての経費負担、事務の煩雑さ等の課題もあり、事業

の電子化の研究、検討が必要であると考えておりま

す。今後は商品券事業に関わらず、市行政サービス

や各種事業のデジタル化が必要と考えておりますの

で、商品券事業のデジタル化や地域通貨ペイ事業等

の他市の事例を参考にしながら、本市におけるデジ

タル化の目的や方向性について、市関係課で調査・

研究を行ってまいります。 

 また、併せて関係団体とも協議してまいりたいと

考えております。 

○２番（西田憲智君） ぜひ、この自主財源確保の

ために、これまで質問してまいりましたけれども、

前向きに積極的に取り組んでいただくことを期待し

て終わりたいと思います。 

 ２番目に子育て支援について２点お伺いします。 

 本年度、鹿児島県は、育児と仕事の両立を推進す

る企業、「かごしま「働き方改革プラス共働き・共

育て」推進企業」を認定する制度を創設して、これ

までの制度の見直しをいたしました。 

 そこで、本市も市長のリーダーシップの下、イク

ボス宣言が宣言され、育児支援制度がスタートして

２年が経過しましたが、本事業をどのように検証・

評価されているかをお伺いいたします。 

○子どもみらい課長（久徳和久君） イクボス企業

応援助成金の取組実績等について申し上げます。 

 本事業は令和５年度からの実施事業であります。

令和５年度の取組としましては、助成制度について、

市の広報紙、ホームページへの掲載、また、市内企

業に対しまして、助成金の制度概要のお知らせ及び

市ホームページでイクボス宣言企業を紹介するため

の宣言書の提供依頼について個別にお知らせを通知

し、周知、広報に努めたところであります。 

 実績としましては、応援助成金の申請件数は６件

で、合計75万円の助成でありました。 

 なお、本助成制度の要件でありますイクボス宣言

については、宣言書の提供があった市内企業が新た

に９社で、現在11社となっている状況でございます。 
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○２番（西田憲智君） 今、課長のほうから説明あ

りましたように、これを推進していくために様々な

広報をされていると思いますが、現在の登録事業者

は11社、これを多いと見るか、少ないと見るかなの

かもしれませんが、とにかく、男性の育児参画と女

性の活躍を推進して、安定した雇用を創出するため

に、まずは共に事業を推進するパートナー企業の拡

充が必要だと思いますが、今後の目標や周知につい

て改めてお伺いしたいと思います。 

○子どもみらい課長（久徳和久君） 本事業の目標

等についてであります。 

 本市では、安心して子どもを産み、育てられる子

育てしやすいまちづくりを進めるに当たり、家事、

育児、介護などに関する男女の性別役割分業意識の

解消を目指して、まずは事業者としての市役所が率

先して、男性職員の育児休業取得に取り組むことで、

地域においても、イクボス精神が広がり、子育てし

やすいまちづくりにつながることを期待し、令和４

年５月にイクボス宣言をいたしました。 

 本事業開始前はイクボス宣言をされていた企業は

２社でありましたが、現在は11社と増加しており、

職場で共に働く従業者がワーク・ライフ・バランス、

仕事と生活の調和を考え、応援する事業主が増えて

きている状況であると考えております。 

 本助成制度は、男性の育児参加の促進と女性の活

躍を推進し、安定した雇用を創出すること、男性が

子の出産直後に、家事、育児に関わり、その後の家

事、育児分担につなげることで、働きながら夫婦で

子育てしていける環境にするため、男女問わず、ワ

ーク・ライフ・バランスの取れた働き方ができる、

子育て世帯が働きやすい職場環境が醸成されること、

そのきっかけづくりとして、それに取り組む中小企

業が少しでも増えていくことを目標としているとこ

ろでございます。 

 今後も制度の広報等について、周知を図ってまい

りたいと考えているところでございます。 

○２番（西田憲智君） 今課長が言われたことがま

さにそうなのかもしれませんが、その周知が届いて

いないのか、理解が深まっていないのかよく分かり

ませんが、イクボス宣言企業が11社という現状にな

っているというここに、やはり制度が進んでいかな

い要因があるのかなと理解をしております。 

 そのほかにも、例えば今、制度的に、育児休業制

度というのをこの助成金の対象で取り組んでいます

が、原則１歳を迎える前の日までが限定的な対象者

ということになっております。その後も子育ては続

くわけなんですが、市独自でこの制度にとらわれな

い、市独自の制度の枠組みというのを設けて、年齢

にとらわれない独自の取組を見直す考えはないかを

お伺いいたします。 

○子どもみらい課長（久徳和久君） 市独自の枠組

みでの制度の見直しについてであります。 

 本制度は、男性の育児参加の促進と女性の活躍を

推進し、安定した雇用を創出することを狙いとして

おり、子育て世帯が働きやすい職場環境が醸成され

ること、そのきっかけづくりとして、それらに取り

組む中小企業を応援するものであります。 

 そのようなことから、現時点におきましては、ま

ずは本人からの申出があった場合に、条件を満たせ

ば取得することができる国の育児休業制度の対象年

齢である１歳未満までにおいて、男性の取得が進ん

でいくことが第一と考えているため、本助成制度及

び助成要件であるイクボス宣言の趣旨などについて、

今後も広報周知を行い、子育て世帯が働きやすい職

場環境づくりの促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○２番（西田憲智君） 本市事業者に働く対象者と

いうのは１歳未満だと本当に限られていると思うん

です。そういったことも含めてこの事業が進んでい

かないと理解をしております。 

 ぜひ、この今の枠組みも含めて、改めて本市独自

の枠組みによって、せっかく市長がリーダーシップ

を持って宣言されたこの子育て支援の、この施策を

一歩でも前に進められるような、そんな取組が必要

だと感じております。 

 最後の質問に移りたいと思います。 

 新たな取組として、赤ちゃんの駅の導入について

であります。 

 現在本市でも授乳やおむつ替えのできる場所とい

うのは備わっております。公共施設や市内事業所、
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また、大規模なイベントでは実態があります。しか

し、利用者からは実態が把握しづらい現状にありま

す。市内の公共施設などにのぼりやステッカーなど

で可視化することによって、安心して立ち寄ること

ができると感じています。 

 子育て、特に乳幼児をお連れの方々が気軽にお出

かけできるような環境を整えることができる赤ちゃ

んの駅というのを導入していくお考えはないかをお

伺いいたします。 

○子どもみらい課長（久徳和久君） 赤ちゃんの駅

の導入についてであります。 

 赤ちゃんの駅は、乳幼児の授乳やおむつ替えので

きる場所がある施設を赤ちゃんの駅として登録して

いただき、その情報をホームページなどで公表する

とともに、登録施設の目印として、専用のステッカ

ーなどを掲示することで、乳幼児の保護者などが気

軽に授乳やおむつ替えができる環境づくりを推進す

る事業であります。 

 現在、市内公共施設においても、授乳場所、おむ

つ替えの場所がある施設はありますが、その情報が

可視化されているとは言い難く、民間施設において

は、鹿児島県の鹿児島子育て支援パスポート協賛店

や民間のママパパマップなどの登録施設については、

当該設備のある場所の検索はできるようになってい

るところであります。 

 このような中、本市において、子育て世帯を地域

で支え、皆さんに分かりやすい、可視化された市内

全域の取組として、本事業は有効な施策であると考

えられ、乳幼児を抱えた保護者等が安心して気軽に

外出でき、また、市内店舗や事業者など、民間施設

に協力を求めることにより、地域全体で子育て家庭

を支える機運が醸成されることが見込まれることか

ら、事業実施に向けて検討してまいりたいと考えて

おります。 

○２番（西田憲智君） ぜひ前向きに検討していた

だくことを期待したいと思います。 

 さらには先ほど言いました大規模のイベント会場

では設置が可能なんですが、地域での屋外イベント

など、設置することが容易ではないところもあると

思います。 

 今後、避難所などでも活用できる簡易型の組立て

式テントというのを備蓄して、貸し出していくなど、

そういった取組を進めるお考えはないかをお伺いい

たします。 

○子どもみらい課長（久徳和久君） イベント等に

おける移動式の赤ちゃんの駅、組立てテントとか授

乳用椅子、おむつ替えのベッド一式等になるかと思

いますけれども、これらにつきましても、本事業実

施に向けて、併せて検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○２番（西田憲智君） 最後に本市を選んでもらう

ためのまちづくりを行うには、国の制度の活用や先

進的な他市の取組を取り入れながら、本市の特色や

独自性をプラスした事業展開が重要であると感じて

います。 

 また、その実現には、行政と企業や団体それぞれ

が強みを生かして主体的な関わりによって、互いが

やりがいと達成感を実感できるような、そんな強固

な協力体制の構築が必要であると感じております。

ぜひこれらの取組を前に進めていただくことを期待

したいと思います。 

 中屋市長が最重要視している人口減少対策は、子

育て環境や教育環境の充実が鍵になると思います。

これまで議論してきた事業だけではなく、今取り組

んでいる子育て施策、支援策や教育環境をさらに深

掘りして、もっと魅力的な、もっと効果的なと、も

っともっと一つ一つの施策にこだわってもらうこと

を期待して、私の一般質問の全てを終わりたいと思

います。 

○議長（中里純人君） ここで昼食のため休憩いた

します。再開は午後１時15分とします。 

             休憩 午前11時47分 

             ───────── 

             再開 午後１時15分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 下迫田良信議員の発言を許します。 

   ［13番下迫田良信次君登壇］ 

○13番（下迫田良信君） 先に通告いたしました３

項目について質問をいたします。 
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 まず、海岸・河川の環境保全についてであります。 

 この項目は、本来、鹿児島県が所管するところで

ありますが、関係者の目が届いておりませんので、

市から県に進達をできないものかをお伺いいたしま

す。 

 その一つに、須賀海岸防潮堤外側に、雑木、雑草

が生い茂り、景観並びに衛生上、好ましくない状態

であり、重機等を使って何らかの抜本的な対策はで

きないものか。併せて、また、市長はこの地を、現

状を把握されておられますか、お伺いをいたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 下迫田良信議員の御質問に

お答えをいたします。 

 須賀海岸（照島海岸）の防潮堤外側の雑木、雑草

の対策、対応についてであります。 

 本市は御案内のとおり日本三大砂丘の一つ、吹上

浜の北端に位置し、風光明媚な照島海岸はその代表

的な景勝地の一つであります。 

 ２キロに及ぶ真っ白な砂浜と背後の緑豊かな松林、

さらには照島神社に係る色鮮やかな朱色の太鼓橋な

どは、多くの観光客からもインスタ映えがすると高

く評価されております。 

 また、毎年４月、照島海岸で開催されます串木野

浜競馬は、全国的にもユニークな春の風物詩として

60年を超える長い歴史のある伝統行事であります。

県内外からも多くの観客で賑わう本市を代表するイ

ベントの一つであります。 

 本市照島島平出身の歌人、石田耕三氏は「弓なり

の吹上浜の尽きるところ、わがふるさとは月夜潮騒」

と歌い、照島の自然や人々の暮らしに対する熱い思

いを寄せておられます。 

 こうした景観に優れた照島海岸でありますが、照

島神社から照島交流センターまでのおよそ400メー

トルの区間については、背後の須賀集落の土地や家

屋を守るため、鹿児島県が指定しております海岸保

全区域ということで指定され、県により消波ブロッ

クや護岸、防潮堤などが設置されております。 

 御質問の防潮堤外側の雑木、雑草については、こ

の鹿児島県が管理する海岸保全区域内にある消波ブ

ロック等から繁茂している雑草のことと思います。 

 当該区域の雑草等の清掃につきましては、海の日

の海岸清掃をはじめ、年に数回、地元のボランティ

アの方々がごみ拾いの清掃を行っていただいており

ますが、高齢化等によりまして、思うように雑木、

雑草の伐採、除草作業ができず、年々繁茂がひどく

なっているようであります。 

 このため、先日も鹿児島県に対してその旨を伝え、

県の担当者も一緒になって現地を確認してもらう中

で、早期の対応を要請したところであります。 

 今後もこうした状況の改善について、粘り強く対

応、対策を要請してまいりたいと考えております。 

○13番（下迫田良信君） 市長の答弁を伺うと、現

場は見ておられると理解していいですね。 

 この防潮堤の中にありますテトラポットが現状を

見ると、沖合に波消しブロックを敷いているもので

すから、その体をなしているのかなという思いがし

て、先ほど質問の中で、重機を入れて、抜本的に駆

除できないかということをお尋ねしたところです。 

 近年、特に最近は繁茂がひどいわけでありまして、

せんだって、昨年でしたか、歌手の前川清さんが夕

日の映える須賀海岸ということで、テレビ放映をさ

れました。そのとき、市外の方があの防潮堤の前に

防風林を造るのかということを私のほうに言われま

して、やゆされた言葉だなと思いましたけれども、

現実を見ると、そういう感じがいたしておりますが、

このことは、先ほど市長は「県との協議の中で」と

いうことでありましたけれども、やはり、あの防潮

堤の前のテトラポットを重機をもって１回掘り起こ

して、そして、根本的に、抜本的にする必要があろ

うかと感じておりますが、御見解を伺います。 

○市長（中屋謙治君） 御提言の中では、消波の、

あのブロックを一旦掘り起こしてという、もう１回、

要するに消波の役をなしてないからこれを掘り起こ

すという、そういう観点での御提言、そのように理

解してよろしいでしょうか。 

○13番（下迫田良信君） 地域の館長とちょっと話

をする機会がありました。あのテトラポットの中か

ら雑木、雑草が出てきているんですよ。それを抜本

的に取るといったら、一応重機等でのかして、そし

て、取らないことには、何にもならないんじゃない
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かという、そういうことを指摘されているんです。 

 だから、あと経費の問題、財源の問題もあります

けれども、県と折衝する中では、沖合に防潮堤、波

消しブロックをつけてありますから、今のあのテト

ラポットが体をなしているのかという思いは私は現

場を見ていたしております。だから、その辺は県と

の協議の中でしっかりと打合せをしながら、お互い

理解できるような方法がいいのじゃないかなと捉え

ておりますが、いかがですか。 

○市長（中屋謙治君） 消波ブロックの中からその

雑木が生えている、こういうことで、消波ブロック

の役をなしてないんじゃないかと、こういう御意見

であろうかと思いますが、私どもそういう観点でち

ょっと見ておりませんので、県と今御提言あったよ

うな内容で、果たしてこの消波ブロックが中にこの

雑木が生えていることで、用をなしてないのかどう

か、ここら辺を含めて再度県のほうと協議をしてみ

たいと思います。 

○13番（下迫田良信君） 市長、誤解してもらうと

困るんですけれども、消波ブロックは、体をなして

いるか、なしてないかは、雑木は生えてますけれど、

体をなしているかどうか、その辺をちゃんと調査し

ていただきたいと。 

 沖に波消しブロックがありますから、それを取っ

てもひょっとすればいいのかなというのが地元の考

えでもありますので、その辺を加味されて協議をし

ていただきたいと思っております。 

 それと、市長、私は思うんですが、このことに限

らず、やっぱり何事にも市がもっと目を見開いて、

自らやはり問題提起をしながら、こういうことに取

り組んでいただきたいというのが、今回の質問の中

にも十分私は感じるところなんです。 

 指摘される前に自ら市が動いていくのも大事なこ

とだと思うんですよ。そういう意味合いです。 

○市長（中屋謙治君） 今回、須賀海岸（照島海岸）

の今、消波ブロックの中に生えている雑木、雑草、

このことについては、あの付近を含めて、照島神社

の清掃ということで、市内のボランティアの方々、

私も参加したことがございますけれども、雑木、雑

草、そういうことで海岸清掃された経緯もございま

すので、そういったことを含めて、今後目配り、気

配りしていきたいと思っております。 

○13番（下迫田良信君） 市長、市民のボランティ

アだけで、あの雑木、雑草は取れないと思うんです

よ。だから、そこは抜本的に県と協議をしながら、

重機を入れるなり何なりしながら対応すべきだと思

うんです。 

 次に、入ります。 

 ２番目の八房川下流域の汚泥沈着、堆積について

伺います。 

 この地域は旧串木野八景の一つと言われておりま

すが、川底に汚泥が沈着している状況、これ以上進

めないためにもちゃんと原因究明をすべきところだ

と思いますが、どういうふうなお考えでしょうかお

伺いします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 市では年２回、

八房川下流を含め、市内河川等の水質調査を実施し

ており、直近では令和６年２月の検査の結果、全て

の環境基準を満たしております。 

 八房川下流の堆積物については、市関係職員で現

地確認を行い、現時点では緊急に対応する状況では

ないと判断しました。 

 今後は、定期的に経過観察を行い、必要な対応を

いたします。 

○13番（下迫田良信君） 私は自ら調査をしてみま

した。八房川の下流域は長靴を履いていくとぬかる

ほどあります。そして、上流の海瀬橋の、旧海瀬橋

の下は、砂はさらさらしているんですよ。併せて、

旧吹上浜荘の前の大里川の川もさらさらしている、

川底は。だから、何かが原因があるんですよ。その

原因をやはり県との協議のほか、あるいは調査をし

ながら、これ以上汚泥が堆積しないような方法を考

えていただくというのが今回の質問の趣旨ですから、

その辺を県と協議する中でしっかりと訴えていただ

いて、現実になかったものが今あるんですよ。この

まま置けばもっと堆積しますよ。併せて言えば、田

畑の汚泥が流れてきている状況はないと思うんです

よ。何か原因がありますから、そこはちゃんと県と

の協議の中で調べていただきたい。あの景観を守っ

ていただきたいと思っておりますので、一度、御検
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討を願います。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 県は２級河川の

水質調査を実施されております。併せて、市では、

先ほど申し上げましたとおり、年２回、市内の14河

川の水質調査を実施しております。 

 現在のところ、水質調査の結果、環境基準を満た

しておりますので、県としましては、底質の泥等の

調査までは行わないという回答をいただいておりま

す。 

 先ほども申し上げましたが、今後の経過を市で観

察しつつ、今後また必要な対応を取っていきたいと

考えております。 

○13番（下迫田良信君） 課長、悠長な答弁ですね。

私はあの近くに住んでおりますから、ずっと見てい

るんですよ。田畑の汚泥が流れて堆積したものじゃ

ないんですよ。何かがあるんですよ。だからそうい

うことと一つ併せて、あの地域には夏場、市内外か

ら貝掘りとか、水辺で遊ぶ人がたくさん来られるん

ですよ。交流人口にも役立っているんですよ。だか

ら、広い意味で私はこの質問をしているんですけれ

ども、やはり担当課が感じておられる汚泥の考え方

と私とはちょっと差異がありますけれども、現実私

どもはあの地域に住んでて、随分変化しているなと

いうのは分かっているんですから、その辺をしっか

りと県にも訴えていただきたいと思っております。 

 結論は出ないでしょうから、私はそういう考えで

質問をいたしますので、理解していただきたい。 

 次に、入りますが、照島、市来合わせて、羽島の

白浜海岸も含めてですが、海岸の海砂が減少をして

いると。それを食い止めながら、照島神社を含めた

風光明媚な地の利を生かした移住・定住に強化が図

れないかということで質問を重ねますが、市民の方

から砂が随分減ってきていると。ときより沖合に大

きな船が停泊して、採取しているのではないかとい

うことを私に言われました。定かではありませんけ

れども「そういうことがあるのかね」と言いながら、

確かに沖合の砂を取れば、低いところに流れていく

のは、自然の摂理ですよね。だから、私はここで申

し上げたいのは、砂を採取する権限は県が持ってお

られるわけですから、このことについて、市から特

に市長から、ここの地でもう採取するのはやめて、

ほかで取ってくれんかというような、そういうこと

も協議する一つの案件ではなかろうかと思うんです。 

 自然が壊れるんですよ。特に、私はこの題に入っ

ておりませんけれども、羽島の白浜も見てまいりま

した。もう随分低くなっています。併せて、照島海

岸、市来海岸も同じようなことですので、砂を採取

する権限は県ですので、市長自らここの地域の採取

はちょっと考えてくれんかというような、そういう

方策も必要ではないかと思うんですが、いかがです

か。 

○市長（中屋謙治君） 海砂の採取の関係でありま

す。 

 この海砂の採取につきましては、県、それから市、

関係の漁協、関係業界、こういう方々の代表で構成

いたします鹿児島海砂採取対策委員会、この場にお

いて、採取する場所、採取の量、作業時間など詳細

事項について協議をされ、検討され、そして承認、

県の許可という、こういうことで、現在、本市沖合

のほうで海砂が採取をされていると、これはもう御

承知のとおりだと思います。 

 県におきましては、海砂の採取後、海底への影響

があるのか、ないのか、この影響調査ということで、

海岸の深浅測量調査、これは７年ごとに行われると

いうことでございまして、直近では令和３年に実施

をされたということで、こういった調査を継続的に

行っておられます。 

 その結果として、県の見立てとしては、採取場所

への周辺からの海砂の流入は見受けられないという、

海砂採取の影響はないという県の結果報告はそのよ

うでございます。 

 また、県では毎年海岸の調査についても実施をさ

れており、その調査結果として、一部侵食はあるが、

全体的に大きな変化は見られないという、こういう

調査結果をまとめておられます。 

 今後、県におけるこれらの調査結果、海岸の保全

状況に注視をし、必要に応じて海岸の管理者であり

ます県に対して要望を行っていきたいと思っており

ます。 

○13番（下迫田良信君） 県の見解は大変納得し難
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い状況であります。砂を取れば減るのは当たり前で

すよね。それは自然の摂理ですよ。そげんとを分か

らんでどうするんでしょうかと言いたいですね。 

 それはそれとして、市来海岸を見ますと、浜欠け

の状態の現象が出てきているんですね。大隅の柏原

海岸はうちとは原因が違いますけれども、大変な状

況であったことを記憶しております。 

 だからやはり私どものところは、長年海砂を採取

したその見返りが今のこの状態だと思うんですよ。

もう限界に来ていると思うんですね、沖合を取って

いるのは。 

 だからその辺については、市長、市長自らやっぱ

り自然環境を守るという意味から、旗を振ってくだ

さればどうですか。やっぱり自然を守るということ

は一番大事なことですよ。一度失えば元に戻るのは

なかなかできませんよ。このままでは照島海岸、市

来海岸、白浜はずんべっていきますよ。その辺を一

度御考慮いただきたい。県にも申し入れながら、自

然を守っていきたいと言っていただきたいというの

が願いであります。 

○市長（中屋謙治君） 極めて専門的なといいまし

ょうか、県の見解、県の説明でありますが、島平沖

で、今、海砂を採集しておりますが、水深がマイナ

ス30メートル付近だそうでございます。海底で砂の

移動というのは、これは専門的な見解ですが、水深

マイナス10メートル、海底での砂の移動限界という

のは10メートルが限界という、こういうことで県の

専門家の先生方はおっしゃっているそうでございま

して、マイナス10メートルより深い場所での砂が動

かなくなる、このことから海砂採取の影響はないと

いう、こういう県の見解でございます。 

○13番（下迫田良信君） 市長、県の見解を鵜呑み

にされて、私どもに説明をされても納得し難いです

よ、そりゃ。市長どう思われますか。自然の摂理と

いうのは前を掘れば、ここからこっちに流れていき

ますよ。それは県に反論してくださいよ。それを私

は今回、一般質問のテーマに挙げているんですから、

自然を守るのは市長、最高責任者の市長が旗振りを

してくだされば、いい芽が出てくると思うんですよ。

そういう意味合いです。 

 それとこの項目の中で、移住・定住の強化が図れ

ないかということを私はうたっておりますが、照島

神社をはじめ、私が今質問をした河川のところが整

備されれば、市に移住・定住してくださる方は、そ

ういう環境に惚れ込むんじゃないかと思うんですよ。 

 特に、こういういいパンフレットができて、移

住・定住促進の補助金もありますし、これも大事で

す。環境を保全しながら、移住をされる方々が第一

印象、見た目が良ければ入ってくると私は理解して

いるんですよ。 

 だから、照島海岸、市来海岸、あるいは羽島の海

岸にしてもＰＲをしながら、移住・定住を強化して

いただきたい、こういう願いでありますので、意図

を酌んでいただいて、これが実現できればと思って

おりますので、御見解を願います。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 自然景観を生かし

た移住・定住についてであります。 

 今年度から、子育て世帯の経済的負担の軽減を図

るための学校給食費などの三つの無償化、大幅に拡

充しました定住促進補助金などにより、現在、移

住・定住促進に重点的に取り組んでいるところであ

ります。 

 移住・定住の推進に当たりましては、定住促進補

助金、三つの無償化などを一体的に、新聞広告やポ

スター、チラシ、のぼりなどを使いながら、市内外

へ重点的にＰＲすることにしております。 

 また、これらの取組に加えまして、本年度は、移

住希望者向けの暮らしや子育てなどに関する情報に

特化した移住・定住専用のウェブサイトを制作する

こととしております。 

 人が感じるまちの魅力や価値観は、一人ひとり異

なっております。そのため、移住を検討している方

に対しては、様々な点から、町の魅力を伝えていく

必要があると考えております。 

 今回作成しますこのウェブサイトでは、移住・定

住や子育てに関する施策の紹介のほか、観光、イベ

ント情報、議員仰せの照島海岸などの自然景観など

を本市の魅力、こういう部分を一体的に発信し、移

住・定住につなげていきたいと考えているところで

あります。 
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○13番（下迫田良信君） 課長の今答弁を聞きなが

ら、なるほどと思いました。そのとおりだと思いま

す。こういうパンフもできております。私が申し上

げたいのは、自然環境を守って、整備し、そういう

こともプラスにしながら事業を進めていただければ

という思いで質問をしております。 

 次に、入ります。 

 土木行政についてでありますが、危険極まりない

市道向井原線と市道旧国道線の交差点の改良促進が

できないか、伺います。 

○市長（中屋謙治君） 市道向井原線とそれから市

道の旧国道線の交差点のところかと思いますが、こ

の交差点は見通しが悪く、以前から改良の要望があ

って、近年では照島地区から高速の南九州西回り、

串木野インターへの近道として利用される、こうい

う方が多いと聞いております。 

 小・中学校通学路合同点検でも、要点検箇所とい

うことで点検がされたところでございます。 

 現在の対策としましては、令和５年度、昨年度に

なりますが、中学校側から麓方面へ左折する車に対

して、通行の支障になっていた電柱とカーブミラー

がありました。これを移設して、併せて、同時に、

中学校から旧国道のあの部分、隅切りをしたところ

でございます。 

 しかしながら、抜本的な交差点改良を行うとなり

ますというと、計画区域内、建物移転の御相談をし

なくちゃいけないというのが９棟あるという、こう

いうことで、土地所有者の皆さん方に同意をいただ

くという、そして併せて、これに関わります工事費、

かなりの額になるようでございます。こういった多

額の事業費等が見込まれますことから、早急な事業

着手、思いは分かりますけれども、大変難しいなと

いう、こう考えているところでございます。 

○13番（下迫田良信君） この交差点の危険な場所

は旧国道を麓のほうに行くとき、その交差点に入る

ときが一番、高齢者の方や女性ドライバーは危険度

を強く感じると言われるんですよ。 

 向井原線を直進する車は危険度はあまりないんで

すよ。真っすぐですから。旧国道を唐船塚のほうか

ら上がってきて、新交差点に入るところが大変危険

度があるということです。 

 だから、今、市長の答弁では、９棟もしあればと

いうことですが、それは距離的なものもありますけ

れども、そんな大きな改良じゃなくても、今私が言

いました旧国道からこの交差点の、この一部だけを

する分にはそんなにかからないんじゃないかなとい

う思いをしているんですよ。 

 話は飛びますけれども、この路線の交通量をチェ

ックしたことはあるんですか。まず、それを伺いま

す。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 当該交差点の交通

量につきましては、ちょっとデータが古くなります

が、平成29年当時だったと思います。車両、一般車

両、それと自転車、バイク、そういった車両を含め

まして、約200台程度の通行量が一番の１時間、ピ

ーク時には通行していたというデータが残っている

ところでございます。 

○13番（下迫田良信君） 私も調査をしました。課

長がおっしゃる私は平成29年と先月５月20日に朝６

時半から９時まで調査しました。７時から８時のピ

ーク時に、向井原線が150台、旧国道線が60台、同

じような数字ですね、これがあるんですよ。だから

やっぱりこういうのを調査しながら、先ほど言われ

た財源の問題もありますけれども、やはり何とかし

なければならない交差点の一つですよ。市内で一番

危険度の高い交差点だと思う。 

 市長できれば、市長は免許を持っておられますか

ら、旧国道のほうを走って、その交差点に入るとこ

ろをちょっとやってみてください。私も通ってみて

危ないねと思いましたから。だからそういうのを実

感しながら、いろいろと諸問題をクリアしながらこ

の交差点の課題にしっかりと取り組んでいただきた

いと。机上の計算だけではいけないと思うんですよ。 

 先ほど９軒の立ち退き、移転があると言いました

けれども、これはやっぱり三顧の礼を尽くしていけ

ば、何とかなるんじゃないですかという思いがいた

しております。距離を短くして、両サイド50メート

ルとか見通しの利く範囲の改良はできると思うんで

すよ。両サイド100メートルとか200メートルの改良

はお金がかかりますよ。両サイド50メートル、計
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100メートルぐらいならそんなにいかないんじゃな

いですか。やはり改良するには、どこかでか無理が

きますけれども、お願いしていくしかないような気

がしているんですよ。 

 市長、これまで、冨永市長、田畑市長、中屋市長、

三代の市長にかかって、この問題はかかっているん

ですよ。もうこの辺が潮時じゃないですかね。どっ

か見通しの利く話ができればいいと思いますよ。 

 私はあの路線が改良されることが、安心安全のま

ちづくりの一つの方策だと思っておりますから、も

う一度御見解を伺います。 

○市長（中屋謙治君） 私も現場は何回となく見て

いるつもりです。それで、先ほど指摘がありました

ように旧国道、唐船塚のほうから麓のほうに入る、

ちょうど交差点のところ、角の部分がカーブになっ

ておりまして、なおかつ、あそこにぎりぎりのとこ

ろまで住宅が建っていたという、こういうこと。 

 ですから、先ほど50メートル、前後100メートル

ぐらいでという話でありますけれども、先ほど私が

申し上げたこの９軒の移転、立ち退き、それから、

多額の事業費という、この部分についても、今おっ

しゃいます、その半分の区域でというのが一応試算

に出ておりまして、かなり厳しいなという。そうな

ってきますというと、９軒の立ち退きではなくて、

部分的にでも、この危険度を減らすためにどういう

形ができるのかというのは、大きな宿題といいまし

ょうか、こういうことであろうと思いますので、今、

現にあそこに生活をしていらっしゃる方がいる。そ

して、なおかつ、将来的にといいましょうか、仮に

その１軒だけでもという話になったときに、果たし

てどれだけの効果が出るんだろうかということを含

めながら、再度これは宿題という形にさせていただ

ければと思います。 

○13番（下迫田良信君） 見通しが利く程度の範囲

でいいんですよね。私は両サイド50メートル、両方

100メートルと言いましたけれども、要は向井原線

の串木野中から入っていって、交差点に入った右側

のほうは一番ポイントだと思うんですよ。だからそ

ういう局部的なことも含めて検討されるということ

でありますから、ぜひ、３代の市長の中でも解決で

きない箇所ですから、中屋市長で解決してください

よ。期待をします。 

 次に、入りますが、もう一つ、この件につきまし

て、市長聞きづらいですけれども、この交差点より

二百五、六十メートル南側のところを二、三年前に

改良されました。地域の方から聞くには、無駄な土

地利用と本当にこの先のところは改良が必要だった

のかということも耳に挟んでおりますから、そうい

うのも含めて、ここの交差点の改良は地域の皆さん

方は望んでおりますから、「あそこはせんでよかっ

たあせんどかい」と言われんような改良を考えなけ

ればならないと思います。 

 このことについては、これで質問を終わります。 

 何かありましたら御回答ください。 

○市長（中屋謙治君） 以前改良したところ、あそ

こはかなり急な上り坂、そして交差点があってとい

うことでございまして、これを何とかしてほしいと

いう、特に地元の皆さん方から、子どもたちの通学

路でもある、危ないということで、そこを改良しよ

うという、こういうことで、今、たしか改良が終わ

っているかと思いますけれども、このことについて

の御意見かと思います。 

 あの改良としては、以前からするというと随分安

全性というのは高まったと私どもは見ております。 

○13番（下迫田良信君） このことは今回の表題に

上げておりませんから、参考的に話をしました。 

 地元の方はそこよりも向井原線のところの私が問

題にしているそこの交差点だということを私に言っ

ておられます。参考的に申し上げました。 

 土地利用についても、見ていただければ、あまり

好ましい状況じゃないですよね。残った土地をあん

だけ無駄なことをして、市費を費やしているんです

から。その辺も袴田地域の改良の中で、反省点とし

て受け止めてくださればいいと思うんですよ。 

 次に、入りたいと思います。 

 衛生センターの建替時に伴う条件道路、別府上名

線の３号線を起点としたところの工事計画等々につ

いての見通しはどうなのか、お伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 衛生センター建替時の条件

道路という形になっておりますが、別府上名線、国
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道３号施工の起点からの施工見通しについてという

ことでございます。 

 随分前の話になりますけれども、衛生センター建

設に伴います市道別府上名線の改良というのは、平

成７年ということですので、もう随分昔の話であり

ます。平成７年11月に別府公民館、そして、12月に

八房公民館から要望書が提出をされております。 

 このことを受けて、平成８年に両公民館でこの要

望書に対する回答の説明会が実施されたという、こ

ういうことになっております。 

 市道別府上名線道路改良の主な内容でありますが、

衛生センター入り口から海瀬橋までおよそ800メー

トルあるようであります。この改良については、衛

生処理組合が改良をするという、こういうことで、

衛生組合の負担とし、国道３号から衛生センター入

り口まで、距離にしておよそ1,000メートルあるよ

うです。これを市の単独事業で改良を進めるという、

こういう計画が立てられたところでございます。 

 このうち、国道３号から約200メートルの区間に

おいて、設計業務委託及び用地買収、一部着手いた

しましたが、国道３号沿線で、国道と民地との境界

が確定しなかったこと、それから、事業費が多額に

なる、こういったことから、現状、まだ未整備のま

まとなっているところでございます。 

 なお、未整備区間の整備につきましては、国道３

号からＪＲガードまでの改良に多額の事業費が見込

まれることから、現時点では着手は困難であると考

えております。 

 一方、ＪＲガードの拡幅を除いて、串木野特別支

援学校のほうに行きます改良済みのところまで、こ

の区間がおよそ150メートルあるようでございます。

この区間について、改良を進めていこうという、こ

ういうことで、現時点計画を立てているところでご

ざいます。 

 国道からガードまで、ガードのあの拡幅、これも

置いて、これを過ぎたところから、串木野特別支援

学校の既に改良が終わっているこの区間が150メー

トルという、ここの改良を急ごうということで今計

画をしているところでございます。 

○13番（下迫田良信君） 要するにガードはしない

ということですね。ちょうど平成七、八年の要望書

が私のここにあるんです。私はどちらの公民館にも

タッチしていたものですから、全て把握しているつ

もりでこの問題を出したんです。 

 市長はちょうど今衛生センターの管理者もなさっ

ておられますから、ぜひ市長、朝の８時30分に私が

招待をしますから、あそこを見ていただきたいと思

います。今、串木野特別支援学校の大型バスが６台、

３メートル20センチのガード10センチぐらい余らせ

て、バスがようやく通っていくんですよ。学校関係

者、そして衛生センターの関係者、地元住民、大変

混雑している状況なんですよ。そういうのを踏まえ

ますと、今、見通しについては、ガードを残した部

分だけと言いますけれども、ポイントはやっぱりガ

ードですよ。私、何でこんなことを申し上げるかと

いうと、当時やろうということでありましたけれど

も、平成二十四、五年から平江の大橋、そして、伊

倉ヶ迫のガード、海瀬橋、そういうふうに工事が変

わっていったような気がしているんですよ。 

 確かに平成七、八年からあの工事は入ったんです

けれども、主に済んだのは、平成二十二、三年の頃

ですから、その頃から流れが変わっていって、そし

て、市長、もう時間があまりありませんから申し上

げるが、以前、担当者が私どもに説明したのは、Ｊ

Ｒガードに２億4,000万円、国道のすりつけに7,800

万円、上名線に9,700万円、計４億5,000万円で、平

成25年から35年までどうでしょうかという話をされ

たんですよ。私もそれを聞いてて、地元民もそう分

かっています。地元が期待していたんですよ。そう

いうことでありますので、やはりもうここは腹を決

めてガードまでやっぱりやっていただかんと、どっ

ちかというと前後をしたってガードが使えるわけで

すから。要望書どおり物が運ぶとは思いませんけれ

ども、これはやっぱり行政不信にならないように、

この事業は貫通していただきたいと。金が幾らかか

ろうとも、これはすべき案件だと私は捉えているん

ですが、いかがですか。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど、およそ10年前の試

算ということで、事業費をおっしゃったかと思いま

すけれども、現時点では、国道の拡幅が、今、神村
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学園からずっと来まして、ごもんちゃんの前で一応

もう国道の改良というのは終わっているという形に

なっているようでございます。国道の拡幅、特に先

ほど朝の時間をおっしゃいましたけれども、串木野

特別支援学校のほうに入る車、右折車を含めて、あ

そこで右折レーンがないものですから、朝のラッシ

ュ時間、交通渋滞が発生している。そして、おっし

ゃいますように、あのガード、大型バスは本当にぎ

りぎりだという話を私も聞いております。 

 そういった意味では、これガードを何とかせない

かんなという思いはあるんですが、今ざっと直近の

試算でいきますというと、ガードだけで９億円かか

るというんです。そして、国道３号の改良におよそ

４億円、ですから、ガードを含めたあの一体、先ほ

ど申し上げたように、まだ国道部分との境界がまだ

確定してないという、こういう大きな宿題もありま

す。こういうことを含めて事業費だけではなくて、

境界がまだ確定していないという、こういうこと等

もあって、なかなかこれは難しいなと。そういう意

味合いで、私はガードを過ぎたあそこの区間から串

木野特別支援学校のほうに150メートル、こちらの

ほうの改良を優先させていただけないかなと。まず

はこっちのほうを優先すべきであろうと、こういう

思いで先ほど答弁したつもりでございます。 

 確かに、串木野特別支援学校のあの状況、話を聞

きますというと、これはガードを何とかせないかん

なという思いは大変強く感じておりますけれども、

先ほど申し上げたような事情等々を考えますという

と、かなり難しい。それよりも優先すべきはガード

を過ぎたその地点であろうと現時点では思っている

ところでございます。 

○13番（下迫田良信君） 今、残りの区間の試算の

説明を受けましたけれども、何か根拠がないもんだ

から、どうなのかなという疑問を感じました。私が

聞いた時点では４億1,500万円ぐらいでやれるから

ということで、地元住民も考えてたんです。その予

定で、ごもんちゃんの南側の土地、建物は先に買収

されたでしょう。買収されてなくなっていますよね。

やっぱりそういう貴重な財源を使って、先行投資し

ているわけですから、やはりもうちょっとこう住民

が、特にこの要望書を出された方はもうみんな鬼籍

に入っておられますから、中身が分かっているのは

私ぐらいなんですよ。だから、今の市長が説明され

たそういう話を二つの公民館にちゃんと説明責任を

果たしてやっぱり住民にも知らせてもらいたい。や

っぱり、こういうことは、途中、途中でころっころ

っと変わっていくと行政不信ですよ。 

 時間がありませんのでこのことにつきましては、

とにかく、約束事の一つですから、９億円、ガード

がかかるって、私は伊倉ヶ迫のガードを測ったら８

メートル20センチぐらいありますね、あそこが広い

のであればすっと通っていくんですよ。１回市長、

８時20分に招待しますから、見てください。あれを

見るとせないかんなと思いますよ。中屋市長の英断

ですよ。その辺はしっかりと受け止めてください。 

 次に、入ります。 

 ３項目めの入札行政による財源確保について。一

つ目は、公平な入札結果が近年、高止まりをしてい

る現状を市長に御見解を伺います。 

○市長（中屋謙治君） 入札結果の現状についてで

あります。 

 入札制度につきましては、透明性及び適正な競争

の推進を図る観点から、国の指針等に基づいて、こ

れまで適宜、予定価格の公表時期の見直しなどを行

ってきているところであります。 

 こういった見直しを経て、令和４年８月から、予

定価格1,200万円以上の建設工事に限って、これま

で事前だったものを事後公表ということにいたして

おります。 

 事後公表に見直した工事に係る落札率、平均で

97％程度となっております。結果として、見直し前

が、事前だったわけでありますけれども、以前と比

べますというと、かえって上がっているという、上

昇している、こういうことであります。 

 これは考えられます要因として、建設業の担い手

不足が懸念される中、国におきます働き方改革によ

る適正利潤の確保、これに関わります改善、国に準

拠して行った最低制限価格の引上げ、また、積算シ

ステムの精度の向上により、設計額をおおよそ算定

できる、こういったことも、上昇要因の一因ではな
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かろうかと考えているところでございます。 

 いずれにしましても、今後も引き続き適正な入札

の執行に努めてまいりたいと考えております。 

○13番（下迫田良信君） 市長、今年度４月、５月

の入札結果を見ましても、結構高止まりで落ちてい

ますよね。私はこういうものを勘案しながら、入札

行政は奥が深くて、当局も有効打が打てないという

のが現実だろうと思うんですよ。もういっそのこと

予定価格じゃなくて、最低価格を公表すればどうで

すか。その辺も一つの考え方の一つだと思うんです

よ。それについていかがですかね。 

○財政課長（長畑正博君） 先ほど市長が申し上げ

ましたように最低制限価格の見直しを行っておりま

す。それに併せまして、価格の公表は行ってはおり

ませんけれども、公告をする中で、算定式を掲示し

ておりますので、それを基に積算で最低制限価格と

いうものは出てくるものと考えております。 

○13番（下迫田良信君） やはり、入札等について

は、競争原理が働かないと、結果このようなことも

出るんじゃないかと思います。このことにつきまし

ては、この神聖な議場で、これ以上の議論は深めま

せんが、やはり、市民は神がかり的なパーセントが

出ているというのを皆さん認識しておられるんです

よ。それをしっかりと受け止めていかなければなら

ないような気がいたしております、時期でもありま

す。御一考いただければと思います。 

 次に参りますが、近隣２市の平均価格、御存じと

思いますが、92％、93％ぐらいなんですよ。九十七、

八％というのはほんのまれです。皆さん方は調べて

みられたと思うんですが、だからこういう九十二、

三％で落札されれば、随分、本市に当てはめると、

財源の確保ができるんじゃないかと単純に思うんで

すが、市長いかがですかね。 

○市長（中屋謙治君） 先ほどおっしゃいました予

定価格は事後公表だけれどもという話であります。

先ほど答弁で申し上げましたように、積算システム

というのはかなり精度が上がっているという、こう

いうふうに聞いております。 

 そういうことで、言わばもうぴたり、その積算シ

ステムで、事後公表であっても、事前公表と変わら

ないぐらい、システム自体の精度が上がっていると

いう、こういうふうに聞いておりますので、そこら

辺は御理解いただければと思います。 

 それと、今、近隣２市のお話をされました。確か

に、数字、結果としては、本市に比べてかなり安い

といいましょうか、九十二、三％、こういう数字を

いただいております。92、94、95、94、93、こうい

うことで、年によって平均ありますけれども、いず

れにしましても、本市と比べて低い状況であるとい

う、こういうことであります。 

 この近隣２市についてはですが、例えば本市と同

じぐらいの財政規模、団体規模、人口規模、こうい

うところの状況を見てみますというと、これがいい

とは言いませんけれども、結果として、本市と同じ

ような状況もまたあるなという、こういうことも数

字を見る中でもって思うところでございます。 

 いずれにしましても、先ほども申し上げましたけ

れども、入札に関しては、やはり透明性、公正な競

争という、このことが必要であろうと思いますので、

私どもとしては、国の指針等を参考に、その都度や

っぱり見直しをしていかないかんなと、このように

思っているところでございます。 

○13番（下迫田良信君） 予定価格とか制限価格の

こともですけれども、市長、財源を確保するという

ことは大変大事なことですよね。一番手がつけられ

ないところはここなんですけれども、私はこの問題

を捉えるときに、今、本市は事業を計画して予算を

組むのに、コンサルタントを利用しているけれども、

コンサルタントの数字が必ず是かどうかというのは、

どこもチェックができないでしょう。そのままそう

いうのを換算しながら予定価格をつくっていらっし

ゃると思うんですよ。私は優秀な職員がいらっしゃ

るから、前に委員会でも話したことがありますけれ

ども、コンサルから上がってきたやつをチェックす

る職員を養成するような考えはないかということが

まず一つ。 

 それともう一つは、先のもう三、四年前の話だけ

れども、小学校の空調工事の中で、大変意味深いこ

とがあったんですよ。九つの小学校の中で五つの学

校を一つの業者が取られて、予定価格6,900万円の
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ところを74％ぐらいで落として、5,100万円で落札

された。不用額が1,800万円。考えを変えれば、財

源が1,800万円浮いたことになりますけれども、こ

のコンサルの問題はやっぱこの辺に行くと思うんで

すよ。だからこういうチェック機能を行政で見つけ

られないかということと、もう一つは、職員にも私

は限界があると思いますから、部外者をお願いしな

がら、入札監視委員会、いわゆる、公正で透明性の

高い入札制度を確立するために、コンサルの問題と

今のこの入札監視委員会等を本市でも設けたらどう

ですかというのがこの大事な創意工夫の施策の模索

だろうと思って、提案するところですが、いかがで

すか。 

○市長（中屋謙治君） 最初の問題、コンサルの関

係でありますけれども、調査・設計等の業務につき

ましては、測量、設計、図面作成から工事数量の算

定まで、専門性、そして、専門知識が必要である、

こういうものについては、コンサル等へ委託し、そ

して、設計の内容を職員で精査をしている。特に、

土木とかそういう部分については、専門の職員がお

りますけれども、設備関係がどうしてもやはり専門

の職員ということになってきますというと、先ほど

例をおっしゃいましたけれども、空調関係であった

りとか、そういう設備関係の専門の職員となります

というと、かなり、今後、努力しなくちゃいけない

なという、そういう思いがいたしているところでご

ざいます。 

 それから、入札等監視委員会、今、見てみますと

いうと、確かに県内でもこれを設置している、こう

いうところがあるようでございます。 

 この内容であったり、効果であったり、他市の状

況等、どのように機能しているのか、そして、効果

があるのか、ここら辺については、研究をさせてい

ただければと思っております。 

○13番（下迫田良信君） とにかくいいものを取り

入れる、見直しをしたり、あるいはいろんなものを

考えるときは抵抗がありますけれども、それを乗り

越えていかないと前進はないわけですよね。そうい

う意味から、旧態依然の在り方、例えば、先ほど申

し上げた今年度の４月、５月の入札結果を見ると、

本当にどうなのかなと。あれを見られて、市長、副

市長はどう感じておられるのかなと。積算システム

がどうこうじゃなくて、やっぱりもうちょっと考え

ていかないかんじゃないかなというのが、民間の素

人の私どもが考えるものなんですよ。そこを全然手

を入れない、このままが当たり前よというような考

え方では、前進はないと思うんですね。大変失礼な

言い方をしていますよ。だけど、どっかでかこの辺

をしていかないと。このままでは、本市は財源確保

できませんよ、ほかはみんな事業についても厳しく

査定をされて、落としているんでしょう。ここの部

分だけがポイントなんです。そういう意味ですから、

御答弁願いたいと思います。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど御提言ありましたよ

うにこの入札等監視委員会、この中でもってどうい

う効果があるのか、そしてどういう運用すればいい

のかという、ここら辺を研究させていただいて、今

御提言あったようなこと、手がかりになればなと、

このように思うところでございます。 

○13番（下迫田良信君） 私ども議会、あるいは議

員は、本市の具体的な政策を最終的に決定します。

そして、その決定したものを適法であるか、公平、

民主的に運営されているのかというのをチェックし

ていくのが一番大事な役目なんです。私は今日はそ

のような観点から質問を重ねてまいりました。これ

からも中屋市長が為せば成るという政治姿勢の下で、

全市民の福祉の向上と、それぞれの地域の発展を願

って、今回の質問を終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、福田清宏議員の発言

を許します。 

   ［15番福田清宏君登壇］ 

○15番（福田清宏君） これより、先に通告いたし

ました事項について順次質問を行います。 

 １番目は、讃岐公園の階段と擁壁についてであり

ます。 

 讃岐公園の西側中央付近にある階段と擁壁の現状

と改修について伺います。 

 その一つ目は、階段の劣化が激しく、砂利が浮き

出ている状態にありますが、改修はできないか、伺

います。 
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 以上で壇上からの質問を終わります。 

 市長の答弁をいただき、その後の質問は質問席か

ら行います。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 福田清宏議員の御質問にお

答えをいたします。 

 讃岐公園西側中央付近にあります階段の改修につ

いてであります。 

 讃岐公園は、通称我々はえびすヶ丘公園と呼んで

おりますけれども、昭和34年に都市公園として整備

され、その後、昭和47年に開催されました国民体育

大会相撲競技の開催に併せて、階段などの改修が行

われております。その後、改修から50年以上が経過

し、コンクリートの剥離など、老朽化が進んでいる

ことから、昨年度、串木野保育園側のほうですね、

北側のほうになりますか、串木野保育園側の階段の

改修を行うとともに、手すりの追加を行ったところ

であります。 

 また、讃岐公園は災害時の避難場所にも指定され

ており、西側の中央付近にあります階段が港町及び

西浜町の方々が避難路として使用されることから、

利用者の安全性確保、このためにも、計画的に階段

の修繕を行ってまいりたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） 令和３年９月の一般質問に

おいて、津波避難場所でもある讃岐公園の西側中央

付近の階段につながる市道港町６号線は、避難のた

めに多くの住民が行き交う道路となるが、避難道路

として整備する計画はないかとお伺いをしたところ

であります。 

 そして、善処されて、昨年度に整備されたところ

であり、港町公民館の皆様をはじめ、とても喜んで

おられるところであります。 

 今回の港町の住民からの要請を受けて、整備され

たこの市道港町６号線につながる讃岐公園の西側中

央付近の階段の改修について質問をしたところであ

ります。 

 市長の答弁のとおり、港町及び西浜町の方々が避

難道路として使用されることから、利用者の安全性

を確保するため、階段の修繕を行っていただきたい

と思います。 

 港町公民館の皆さん方が毎年、避難場所を讃岐公

園と定めて、まちづくり防災課の協力もいただいて、

避難訓練を重ねておられます。 

 予算の都合もあることでしょうけれども、修繕の

取組の計画はいつ頃からになりそうですか、お尋ね

をいたします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 階段部分の修繕に

つきましては、令和６年度の公園事業の修繕費で対

応してまいりたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） 早速、本年の予算でという

ことで、とてもまたお喜びになるんじゃなかろうか

と思っております。 

 また、先の市長の答弁にありましたように、昨年

度は、串木野保育園側の階段の改修を行っていただ

きました。そして、手すりも追加をさせていただき

ました。高齢者の方々が避難に大変都合よくなった

と、安全になったと喜んでおられます。 

 この改修を待って、昨年12月に皆さん安心して木

屋公民館恒例の讃岐公園を目がけての避難訓練が行

われたところであります。 

 先ほど令和６年度の予算でということであります

ので、一日も早い階段の修繕を待ち望んでおります。 

 次の項に進みます。 

 その二つ目は、擁壁は石積みの目地が剥がれたと

ころから砂がこぼれてくる状態にありますが、調査

し、改修することはできないか、伺いをいたします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 讃岐公園、西側中

央付近にある階段の踊り場に擁壁がございます。こ

の擁壁につきましては、長さ７メートル、高さが

1.2メートルほどのコンクリート擁壁に、約１セン

チ程度のクラックを２か所ほど確認しております。

それに併せて、擁壁両側にある石積みについても、

目地等の剥離によりまして、内部の土が若干流れて

いる状況にございます。このことから、当該擁壁の

補修につきましては、修繕での対応は難しいと判断

しており、当該擁壁を撤去し、新たに擁壁を設置す

る工法で対応してまいりたいと考えているところで

す。 

○15番（福田清宏君） この階段の最上部のコンク

リートの擁壁、中央付近のクラックなんですけれど、
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これは鉄筋が入っているんですかね。それともしば

らくはこのままで大丈夫という見解ですか。伺いま

す。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 擁壁について現地

調査を行ったところ、厚さが15センチほどの無筋構

造物になっているようなので、これも早めの対応を

してまいりたいと考えているところです。 

○15番（福田清宏君） ちょうど階段を上がりとっ

て、ほっとしたところにクラックが目につくという、

そういうような状況でありますので、ぜひとも今答

弁にありました方向に向かって施工をお願いしたい

と思います。 

 なお、階段両側の石積みの目地が剥離している箇

所についてですけれども、階段の補修に併せて、目

地の修復をということですが、とても気になるのが、

住民の皆さんもそうなんですけれども、石積みの内

側の砂が吸い出されているんじゃないかと。そうい

うことからすると、やはり調査が必要ではないんだ

ろうかと思うことなんですけれども、その辺につい

ては、いかがでしょうか、お伺いします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 石積みの目地の剥

離の状態、内部の状態等を確認しながら補修を行っ

てまいりたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） それは、ときには石を外す

ということも意味するんですかね。それとも、剥離

しているところから、何かこう棒でも入れて、探り

ながらという、そんな感じなんでしょうかね。少し

教えてください。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 現在のところ、目

地の剥離から内部を観察しまして、中の土が緩んで

いる状況であれば、また、そこに補充していく、あ

るいはそこから地下水が出ているようであれば、水

抜きの施設を設けていくというような対応をしてま

いりたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） えびすヶ丘の今日に至る経

緯につきましては、市長の答弁の中にも触れられた

ところでありますけれども、32年にえびすヶ丘にあ

ったお墓が木原墓地に移転をされました。そして、

34年、２年後ですが、讃岐公園が都市公園として整

備されたという説明であります。 

 その２年後の36年の１月には、明治時代からの海

難殉職者を祭る漁火の塔が北側に建立され、除幕式

が行われたところであります。 

 そして、昭和41年、1965年ですが、本浦青年団主

催の本浦地区漁願相撲大会が最終の開催となりまし

た。この昭和41年の相撲大会のプログラムの出船甚

句の一節に「眺めも清き恵比須が丘に、晴れの相撲

も終えるなら、しばしの名残り別れをば、惜しみな

がらも船の上」とあるように、41年の漁願相撲大会

は、えびすヶ丘で行われたということを意味してい

ると思っています。 

 昭和47年10月24日、天皇陛下、皇后陛下の御臨席

を仰ぎ、新設されました串木野市相撲競技場が第27

回国民体育大会、秋季大会の相撲競技会場となった

ところであります。 

 このように、昭和30年代当初から長い風雨に、そ

して潮風にさらされて劣化が激しいと思われるこの

海岸両側の石積みの内側の砂の調査が、先ほど課長

から答弁がありましたが、施工しながらの調査と、

調査しながらの施工ということですが、再度お答え

ください。それで大丈夫でしょうかね。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 現在は職員によっ

て調査を行っているところでございますが、特に石

積みの劣化等がひどいところは、また、専門に見て

もらうということなどを含めて、現地調査を含めて

まいりたいと思っております。 

○15番（福田清宏君） 災害時にえびすヶ丘のこの

讃岐公園へ避難するために、港町、西浜町をはじめ

とする、皆さん方が必要不可欠な階段で、その両側

の石積みは大変大切なものであります。災害時の避

難場所であるえびすヶ丘の讃岐公園への避難道路と

して、避難の階段として、その整備が先ほど言われ

ましたような形で早急に進められますことを期待し

て、次の項に進みます。 

 ２番目はウッドタウン造成事業用地（４工区）の

活用について伺います。 

 移住・定住、子育て施策の一環として、ウッドタ

ウン造成事業用地（４工区）を長期にわたる賃貸用

住宅として整地し、移住者が30年以上定住したとき

は、その土地を無償で譲渡する施策は考えられない
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か、お伺いをいたします。 

○都市建設課長（吉見和幸君） ウッドタウン造成

事業用地（４工区）は約9,200ｍ２の敷地に22区画

の宅地を造成する計画となっておりましたが、平成

29年度に３工区の市営住宅建設後は休止の状態でご

ざいます。 

 ウッドタウン造成事業用地（４工区）は、開発公

社の事業により、切土、盛土の造成までは行ってお

りますが、その後、市が購入しており、開発行為申

請のとおり、市において、道路、擁壁、水路等を整

備し、宅地利用することは費用対効果の観点から望

ましくないと判断しております。 

 今後、開発行為の変更など、また、部分的に取下

げを行うことを検討してまいりたいと考えていると

ころです。 

○15番（福田清宏君） 塩漬けになっている土地だ

と思っていい活用方法はないかということを探りな

がら、こういうことで質問をしたわけでありますけ

れども、やっぱし、造成工事費用等の費用対効果が

好ましくないということであれば、また新たな施策

を検討してほしい、そういうふうに思うことであり

ます。 

 今日はその流れの中で、もう一つ、移住・定住、

子育て施策の一環としてという表現をしておりまし

て、そのことについて少し質問をさせていただきま

す。これは事前に話しておりますので、よろしくど

うぞ。 

 移住・定住、子育て施策の一環として、長期にわ

たる賃貸用宅地として整地して、移住者が30年以上

定住したときは、その土地を無償で譲渡する施策は

考えられないかという、こういう視点に立ちまして、

お伺いをいたします。 

 市民１人当たりの普通交付税は、約15万円とお聞

きしたことがありますが、そのとおりなんでしょう

かね。仮にこれを基に標準世帯４人で積算すれば、

市民１人当たり15万円の30年で450万円、その４人

家族で1,800万円、家屋の固定資産税を含めれば

2,000万円になるのじゃなかろうかという積算をし

てみたんですが、この積算自体は、財政の関係、あ

るいは企画の関係でしょうか、成り立ちますかね、

どうですか。まずお尋ねします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） まず、御質問の普

通交付税の部分です。１人当たり年によって異なり

ますが、大体15万円前後かなと思っております。そ

の関係でいきますと４人で60万円、30年すれば

1,800万円という形になるのかなと。 

 あと建物分につきましては、当然家屋の大きさと

か、規模とか設備等によって金額は変わってきます

が、その分につきましては、軽減がかかってきまし

て、年数がたつごとに少なくなってきますけれど、

税金等は入ってくる形になってくると思います。 

○15番（福田清宏君） この積算が成り立つんであ

れば、やっぱし市長どうですか。塩漬けの土地を積

極的にこういうような形での売り込みをしていく。

そして、移住・定住の一助とするという、そういう

施策もまたいいんじゃないのかなと。やっぱし、塩

漬け状態とか、先ほどの同僚の質問にあった回答の

中で、売れない宅地という表現がありましたけれど

も、30年無償で貸与して、30年住んでいただければ、

無償譲渡しますよということをうたい文句にして、

だけど、現実的にはそのことで、普通交付税をはじ

めとして、いろんな形の歳入はあるわけで、売れな

い土地を長く持っているよりも積極的にこういうよ

うな形で施策に織り込んでいったほうが有効な活用

になるのではなかろうかなと思って、今回はこの両

面からの質問にしたわけでしたけれども、いかがで

しょうか、お答えください。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 市の保有する遊休

資産を活用した移住・定住策という形かなと思って

おります。 

 今年度、移住・定住の促進を図るため、分譲地、

市有地の販売促進を図る、そのために、土地購入に

対する補助割合の購入価格を１割から５割、もしく

は7.5割に引き上げるなど、定住促進補助金の大幅

な見直しを行っております。 

 その対象となります現在の分譲地の残区画数につ

いてでありますが、ウッドタウン団地が28区画、小

城団地が10区画、矢倉団地、松尾団地が１区画ずつ、

また、湊中央の保留地が17区画残っている状況にあ

ります。このため、本年度は、学校給食費などの三
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つの無償化とこの定住促進補助金を一体的に、チラ

シや新聞広告などに幅広くＰＲし、まずは分譲地等

の販売促進に重点的に取り組んでいくこととしてお

ります。 

 現在、先ほど申し上げました、公売している分譲

地、市有地以外で、宅地として活用できる市有地、

遊休資産ですね、こちらについては、限られており

ますが、今後、中学校の再編による教職員住宅など

増加が見込まれます。 

 そのため、議員仰せの遊休資産、市有地の無償貸

付け制度につきましても、先進地の事例などを含め、

調査研究を行ってまいりたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） もう遊休土地を何とかせな

ならんとなれば、何かの手を加えないと。買手を待

っているという時代ではもう今までどおりだと思い

ます。そういうことからすれば、他市の状況、いろ

んな先進地の状況を調査されて、ぜひともこういっ

たような施策もまた取り入れていって、財政も幾ら

か入りながら、移住・定住していただくという、そ

ういう施策もまたありということではなかろうかと

思うことであります。 

 積極的なそういう活用を調査研究されることを期

待して、次の項に進みます。 

 ３番目は、木原墓地の環境整備について伺います。 

 道路に設置するガードパイプは年次的に計画し、

整備されておりますか、伺います。 

 付け加えて言いますと、南側に位置する墓地につ

きましては、年次的に予算を計上していただいて、

その整備が進んだところでありますが、現在はどう

なっているんでしょうか、お伺いをいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 木原墓地は設置

から60年以上が経過しており、地形的にも高低差が

あることから、急勾配の階段も多く、通路や法面、

ブロック塀、水道施設等の補修のほか、樹木の剪定

など、利用者からは様々な意見や要望等が寄せられ

ています。 

 木原墓地の整備については、三つのブロックに分

けて整備するようにしておりますが、老朽化により

補修箇所が増えており、危険度、緊急性の高いもの

から保守、整備している状況であります。 

 そのため、ガードパイプについては、既存のガー

ドパイプの破損箇所の補修を主に行っておりますが、

新設につきましては、転落防止の安全対策のため、

高低差や通路の状況を考慮し、整備しているところ

であります。 

○15番（福田清宏君） 今、もう修繕程度の予算し

かないということで、大変厳しい状況にあるようで

すが、皆さん高齢化されまして、70代、80代になっ

て、今もまたお墓参りをされているんですが、特に

中央部に位置するお墓のところですけれども、ほと

んどないんですよね。最前列の一部にガードパイプ

があるぐらいで。ただその二、三段ずっと上がって

いく流れの中で、水道の蛇口からバケツに水を入れ

て持って行くのにとても危ないと。それだけ歩道も

狭いし、落差としては、お墓の高さぐらいしかない

んだけれども、そういうようなところで、今までは

大丈夫だったんだけれど、やっぱこれだけ年を取っ

てくるとやっぱ大変よねと、そういう思いを聞かさ

れて、今回こういう質問をしているわけであります

が、やっぱし、安全確保をしてくれないと、さっき

ちょっと、さっきの質問事項の中で少しを触れまし

たけれどね、好き嫌いを言わさずに、木原墓地に移

転させられた。そして、させられたというよりも、

市がそういう施策を打つことに協力したという状況

での木原墓地の移転であったわけで、やっぱりそう

いう人たちのためには、その後の安全なお墓参りも

また保障してやらなきゃいかん、そういうふうに思

うことであります。 

 ぜひまた、こういうところはどうですかというこ

とで、お伺いすることになると思いますが、ぜひと

もそういうところからでも少しずつでも、ガードパ

イプの設置を思うんですが、その辺については、予

算的には何とかなりそうですか、それとも厳しいで

すか、伺います。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 木原墓地につい

ては、令和５年度で2,866升のうち、使用数は2,321

升で、約81％の使用率であり、今後も使用率は減少

するものと推測されております。 

 今年度は、木原墓地の使用者に対しまして、アン

ケートを実施いたしますので、アンケート結果を踏
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まえ、今後の墓の在り方について研究し、墓地整備

に反映させたいと思っております。 

 現在、墓地については、老朽化や危険度、緊急性

の高いものから保守、整備している状況であります。

ガードパイプの設置については、以前、階段部分を

数年かけて整備しているところであります。通路の

部分につきましても、安全対策で必要なところにつ

いては、設置を考えているところであります。 

○15番（福田清宏君） お墓の使用が少なくなって

も、実際いらっしゃるんですよね。だから、いらっ

しゃるうちはやっぱり対応してやらなきゃいかんわ

けで、それは理由にならないと。だから、アンケー

ト調査は、もちろん現状を知るためのことでありま

しょうから、あるいは将来についてのことを知るこ

とでありましょうけれども、現実に今、安全性を求

めてこういう質問しているわけですから、それをど

うしようかというお答えが欲しい。市長どうでしょ

うかね。もうやっぱり今のままでほっときますか、

それとも南側の墓地のように、数年かけた計画の中

でやっていただけますか、いかがでしょうか、お伺

いします。 

○市長（中屋謙治君） すみません、木原墓地、60

年以上、先ほどえびすヶ丘の公園の質問の中で、60

年以上、世代でいきますというと、もう二世代、そ

れだけの時間がたって、当時とすれば、木原墓地、

ほぼほぼいっぱいだったんでしょうけれども、先ほ

ど市民生活課長が答弁したようなことで、およそ２

割がもう空きます。そういう状況。そして、やはり

安全性がということで、特に高低差がありますので、

以前、集中的にあの縦の階段といいましょうか、あ

そこら辺を中心に、階段であったり、パイプであっ

たりというのを重点的にやってきたと記憶いたして

おります。 

 今御質問は、横といいましょうか、縦の階段では

なくて、それぞれの横の部分の安全性が、ガードパ

イプが必要じゃないかという、こういうことであり

ます。 

 確かに、特に年とともに足腰が弱くなってきて、

ちょっとしたものにつまずく、あるいは重いものを

持ってという、こういうこと、まさにおっしゃると

おりだろうと思います。 

 先ほど担当課長が答弁しましたように、緊急性の

高いもの、危険度の高いもの、そういうところから

年次的に、順次ガードパイプを設置していくように

取り組んでまいりたいと思います。 

○15番（福田清宏君） 納骨堂があちこち出来て、

お墓が欠けていくというのはもう現実問題としてあ

るんですね。だどもやはり、木原墓地でなければと

いうことでお墓参りをされている方も多いわけで、

そういう人たちは往々にして、先ほど言いましたよ

うに70代後半から80代の皆さん方、そういうことか

らしても、安全性を確保してあげなきゃいかんと思

います。 

 市長答弁のように数年かかるかもしれませんけれ

ども、ぜひとも、今年その第一歩を進めていただき

たい、そういうことを切望して、本日の全ての質問

を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中里純人君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（中里純人君） 本日はこれで散会します。 

 

         散会 午後２時42分 


